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議 事 日 程 

令和元年６月４日（火）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時３０分 

 

○議長（永谷幸弘君） 

  ただいまの出席議員は１１名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。質問者は質問者席

に登壇して質問を行ってください。 

  持ち時間は質問及び答弁を合わせて５０

分といたします。 

  管野英美子議員を指名いたします。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  皆様、おはようございます。 

  ５番・管野英美子でございます。 

  議長の御指名をいただきましたので、一

般質問をさせていただきます。令和元年初

めて、議員になって２３回目の一般質問で

す。どうぞ簡潔でわかりやすい答弁をよろ

しくお願いいたします。 

  それでは、３月議会の答弁の中で再確認

したい事項を上げておりますので、一つ目

の身を切る改革について。昨年１２月定例

会議で議員の期末手当増額の議案が上がっ

てまいりました。どこかの政党の政策では

ありませんが、議員みずから身を切る改革

を率先しなければならないと思っています。

そう言って、そう反対討論をして議員の皆

様の賛同を得るようにしました。結果４名

が一緒に反対したのですが、維新の町議は

賛成に回られました。これ一緒に反対して

くれたら６名で否決できたのです。町財政

にも助かったのではないかと思います。同

じ維新さん、身を切る改革と言っているの

になぜこのようなことが起こるのか、町長

は大阪維新の会公認ですので町長の感想を

お聞かせください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おはようございます。 

  ３月議会のときにも御質問をいただきま

した。議員の期末手当に関しましては国の

人事院勧告ということで、国家公務員の給

与を民間企業の従業員に合わせる、均衡さ

せるということが基本に勧告をされておら

れます。国家公務員に対して国会並びに内

閣に対して勧告するものでありますけれど

も、当時の議員の方々がそれぞれの勧告を

鑑み議員の手当を御判断されたと存じてお

ります。その期末手当を上げる、下げる、

これもどちらにしても人事院勧告が基準で

あると思いますので、その内容につきまし

ては議会のほうでお決めになることでござ

いますので、そのように判断をしておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  今の答弁は違うと思います。維新の会と

してどう考えているのかお聞かせください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  維新の会、私、公認で出させていただき

ました。大阪維新の会は国政とは違うロー

カルパーティーということで、基本、住民

の生活基盤に関しては基礎自治体が、そし

て産業基盤、そういうものに関しては広域

自治体がということで、強い広域自治体と

優しい基礎自治体、これを目指しているの

が大阪維新の会でございます。今回の内容

につきましては、身を切る改革の中身の一

番の大きなものは議員の議員定数の削減、
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そして身を切る改革ということで報酬の削

減もうたっているのが事実でございます。

ただ、国家公務員または大規模な自治体と

は違って、この豊能町におきましては非常

に小さな、少ない報酬であるとも認識をし

ておりますので、それらを鑑みて本部と協

議をして進めたというふうに確認をしてお

ります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  維新の会の身を切る改革というのはいろ

いろあるんだなということを思いました。

今回、池田市長さんが退職金ゼロというこ

とを上げておられますので、６月議会を楽

しみに、池田市議会を楽しみにしておりま

す。もうこの話は結構です。 

  続いて２番目の項目に、公約には吉川中

学校の既存の施設を利用とありますが、そ

のようなことが可能かとの私の質問に、教

育次長は、新しくつくるものや雨漏り等老

朽化しているので根本的な改修が必要で、

これを使うのは不可能かなという答弁があ

りました。これに対して町長は検討すると

お答えになりました。今後どのように進め

られますか。簡潔にお答えください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  吉川中学校に関して、議員は築年数で判

断したものだというように言われておりま

すけれども、確かに一番最初は築年数でも

ちろん判断をします。それが一番最初。施

設の大規模改修そして建てかえはというこ

とは、法定耐用年数も含めてこの吉川中学

校に関しては築４４年から３５年というこ

とですので、まだまだ余裕があるというこ

とは事実です。ただ、現在の内容の中で大

きな改修が必要な雨漏りであるとか、それ

からプールの漏水であるとか、トイレの改

修であるとか、排水管の更新でありますと

か、そして消火設備の更新でありますとか、

そういう内容に関しては建てかえが不要な、

いわゆる改修でも十分できる内容であると

いうように判断をさせていただきました。

これからの内容ですけれども、個別計画を

立てまして、その中でもちろん建てかえが

必要なもの、そしてもう一つは追加が必要

なもの、このものをしっかりと協議をさせ

ていただきたいと存じますけれども、その

中身に関しましては、今現在、教育長が不

在でございまして、その中身、配置、そし

て必要な要件、そういうものに関してはそ

の中で十分に検討していかなければなりま

せんので、その教育長の、前に進めるため

にも教育長の就任とともに進めてまいりた

いと存じております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  前回の秋元議員の質問の中で、両方含め

て、私の質問もそうなんですけども、新築

と改築、両方含めてしっかりと検討させて

いただきたいという答弁もあります。両方

開示していただけるのでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  済みません、もう一度。改修のタイミン

グですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  改築されるということと新築される。今、

基本計画の中である新築というのを両方示

されて、示していただけるということです

ね。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私の考え方は子どもの未来、将来ある未

来の方々に対して、負の、負わすというこ

とはできませんので、財政面の観点からし

っかりとチェックをします。したがいまし

て改築もそして増築も含めて総合的に判断

をしてまいります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  新築と改築という話出ましたので、その

二つをするのかという質問です。 

○町長（塩川恒敏君） 

  改築というのは今現在のものを利用して

そこに不足の物を追加する。新築というの

は完全に取り壊して新たなものをつくると

いうことです。この改築、新築というとこ

ろにおいて全体的なもの、それからいわゆ

る公共施設等の再配置も含めて、複合化で

あったりとかそういうものも視野に入れな

がら検討しないといけませんので、私は今

現在のものを有効活用して、その中に追加

をするものをしていくというのが基本的な

考え方でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ３月議会の答弁とは違うんですけれども、

変わったんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ３月議会も基本的に同じ考え方、言葉足

らずだったかもわかりませんけど、そうい

う考え方でございます。それは一貫してお

ります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  では教育次長に伺います。今ある基本計

画、設計途中でしょうが議員に開示してい

ただけますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  おはようございます。 

  今、管野議員の御質問ですけども、その

計画ですけども、豊能町保幼小中一貫教育

施設基本計画素案というのを作成しており

ました。町長が就任されまして解除という

ことで命令を受けておるところです。ほか

の議員の、この後一般質問にも出てきます

けども、今、業者と解除については協議を

進めておるところです。一定次の議会、９

月定例議会ぐらいまでにはその手続が終わ

ると思いますので、終わりましたらその計

画をお示しさせていただきたいというふう

に考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  私は若いお母さん方とよくお話をするん

ですけれども、福祉教育常任委員会で視察

に行った守口さつき学園の資料をお母さん

に見せたりしています。そんなぜいたくな

立派なものは要らない。私たちはむやみや

たらにそのような立派な豪華なものを、建

物を要求しているわけではない。今の雨漏

りの解消や洋式トイレ、これはトイレが間

に合わなくてしばらく不登校になっている

お子さんがいたという、私の周りにもいた

ということ。子どもたちが困らない学校生

活を送る場が欲しいと言っていることを申

し添えておきます。 

  続いて東地区のまちづくりについてです。

学校を残し、そして地域がみんなで支える。

東地区というものが、もの自身が住民のた

めのものであるということになるというこ
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とを決意していますとの町長の答弁があり

ます。旧村と言われているところは簡単に

住宅地にはならないと思いますので、そこ

のお子さんが町に帰ってきてもらうとか、

希望ヶ丘の空き家対策等が考えられます。

希望ヶ丘のマーケットのようなところも回

ってみましたが閑散としています。自然が

いっぱいとよいところもありますが、日々

の生活のほうが大事。買い物もしにくい、

交通も不便な中で相当の覚悟が要ると思い

ますが、ここの人口をふやすことが先決。

３月議会では新光風台のコープのお店で展

開しているまちづくりについて例を挙げま

した。それでも３月は予算がいかなかった

と４月のコープ委員会で報告され、私はお

店の存続を大変危惧しておりますので、集

会所で展開している活動の方々に一品でも

買って帰ってとＰＲしたらどうですかと意

見を言いました。東地区では、塩川さんが

町長になったのだから何とかしてくれると

いうことも耳にしました。子どもをふやし

学校を残すというお考えですから、早急に

人を呼び込まなければなりません。そのあ

たりを具体的にお示しください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員の心配、私も全く同じでございまし

て、今現在私の公約の中にもまちづくり全

体の計画を立てるということお示しをさせ

ていただいてます。まず人口ビジョン、そ

してまち・ひと・しごと創生戦略が示され

て、課題自身は共有をされていると思いま

す。ただ、現在の多くの方策が実行してき

ているのも事実でございます。しかし今現

在、そのもので動いてはおりますけれども、

人口自身は予想された以上に減っておりま

す。したがいまして、その内容についてい

まいちど精査もしないといけませんし、特

効薬がない以上、そのものを続け、そして

拡大をしていかないといけないと思ってお

ります。特に人口減少に伴う農業、商工業

においてもこれは経済活動を減速させます

し、その中での一番の大きな問題は担い手

不足、顕著な問題が出てきております。人

口減少は一番危惧するところは地域のコミ

ュニティーが崩壊する、そして住民の移動

によってそのものがどんどん加速する。し

たがって住民の協働による福祉のまちづく

りもできなくなるということでございます

ので、それら多方面も含めて、具体例はこ

れからの部分もございますけれども、今現

在進めているもの、そしてこれから新たに

追加するものを含めてやってまいりますし、

まちづくりの総合ビジョンをしっかりと作

成させていただきたいと存じます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  余り具体的な案が出ていない。理論でい

うのは私もわかりますので、また早急にま

ちづくりを進めていってください。 

  続いて防災行政無線です。 

  自主防災と連携した訓練を実施したいと

思っておりますと内田部長の答弁がありま

した。５月１５日のＪ－ＡＬＥＲＴはどの

ように実施されたのでしょうか。窓を開け

て聞こうと思ったら終わっていました。た

んぽぽメールでは聞きましたが、機械の音

でした。３月議会では施工が悪かったのか、

製品が悪かったのか、設計が悪いのか、そ

この原因はわからないですが、締め切った

中で窓を閉めておれば聞こえないという状

況ですので、それはそういう性質の製品な

ので家の中で聞こえにくい、これはやむを

得ないと思うわけですとの答弁がありまし

た。この防災行政無線とはそんなものなん

ですか。私はこの問題についてしつこく聞
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いていますが、そんなに期待するものでは

ないのでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ５月１５日のことでございます。以前か

ら聞こえにくいというようなことをお聞き

しておりましたので、４月の２３日に自治

会長さんお集まりの行政連絡協議委員会が

ございましたので、その行政連絡協議委員

会の場で、防災行政無線の聞こえない場所

とか地域を把握をしたいということで、聞

こえ度チェックを自治会の方、自主防の

方々に御協力をお願いできないですかとい

うことでお願いをしたところでございます。

その聞こえ度チェックにつきましては、聞

こえ度のチェックシートというものを各自

治会にお配りをしまして、それを回収する

というような方法で御協力をいただきまし

た。今のところ聞いておりますのは１７人

分、そのチェックシートが返ってきたとい

うように聞いておりまして、チャイムの音

がよく聞こえたという方は１７人のうち１

３人、室内でも聞こえたという方が１３人

のうち９人おられたと。聞こえなかったと

いう方は４人、これ４人とも全部室内で聞

こえなかったというようなことでございま

す。それからチャイムに続いて言葉が発せ

られます。その放送の内容ですが、それも

よく聞こえたという方は６人、おおよそ聞

き取れたという方が１人、ですから合わせ

て７人がまあまあ聞こえたと。聞き取れな

かったという方が７人で、全く聞き取れな

かったという方も３人、要は聞こえなかっ

たという方が１０人おられたというような

ことでございます。聞こえなかったという

方はほとんどが室内におられた方のようで

ございまして、室外でいたのによく聞き取

れなかったという方は２人おられました。

ですから我々としましては、外にいたのに

聞こえなかったというお２人、これが問題

なのかなというふうには思っております。

その防災行政無線と連動した訓練というの

も、これからはしていかなければならない

わけでございますけども、まずはそのよう

な聞こえないところの改善を、業者のほう

にもお願いをいたしまして、改善できると

ころから改善をしていきたいというふうに

思っているところでございます。 

  それから防災行政無線は値打ちがあるの

かないのかというような御質問でございま

した。我々そういう災害情報につきまして

は、防災行政無線以外にもたんぽぽメール

でございますとかあとはＪ－ＡＬＥＲＴを

使いまして、Ｊ－ＡＬＥＲＴ違うな、テレ

ビに放送されるやつですね。それらを使い

まして、いろいろな方法で情報を提供して

いるわけでございます。防災行政無線も情

報提供の方法の一つというふうに捉まえて

いただきたいというふうに思っております

ので、住民の皆様にはあらゆる方法で情報

をとりにいくと、積極的に情報をとりにい

くということに努めていただきたいという

ふうに思っております。我々もあらゆる方

法で情報を提供したいというふうに思って

おります。よろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  今の答弁を聞いてて、私たちはその防災

行政無線を買いかぶっていたといいますか、

私は理想として、東日本大震災の南三陸町

で「高台に避難してください。」という、

あの女性の連呼の声、そういうことを想像

して私は予算を賛成しました。ちょっと期

待し過ぎたのかもしれません。 

  それからもう一つ、天台山への工事の進

入路のことですが、当時の自治会長とお会
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いし、通行しにくい、業者が困っていると

自分から塩川さんに言ったことはないと伺

いました。３月議会の町長の答弁とは違う

のですが、町長はどなたからお聞きになり

ましたか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  天台山の災害につきましては、災害とい

いますか通路のところに関しては、前回は

自治会長にお伺いしたということですけれ

ども、自治会の方々にもお伺いをし、それ

から業者の方にもお伺いをしました。それ

から町の方にもお伺いをいたしました。全

ての方々から、言葉の内容は違いますけれ

ども、あそこで崩落があったということを

聞いております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ３月議会にそのような答弁をしていただ

ければ、わざわざ自治会長に確認すること

もなかったんで、ちょっと失礼なことした

かなと思っています。 

  ２番目の項目にいきます。 

  ごみの減量と分別についてです。 

  １２月議会、３月議会と通告しておりま

したが、時間の関係上質問ができませんで

した。申しわけございません。ごみの収集

についてはこの５月の１０連休中にも休ま

ずに収集していただき、国崎クリーンセン

ターの啓発施設では、夢ほたるでは、こど

もエコフェスティバル、その日も焼却場が

稼働していました。大変ありがたく思って

います。 

  さて平成２０年の廃棄物減量等推進審議

会において、負担の公平性や財政負担の軽

減などを目的として有料化を導入して循環

型社会の形成を目指していくことが適当で

あるとの答申が出ています。それから１０

年余り、粗大ごみの有料化はしましたが可

燃ごみは議会が２度否決して有料化には至

っていません。減量化がさらに必要となっ

てきますが、第二次ごみ処理基本計画の検

証で資源化目標には達していません。この

要因を簡単にお答えください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  おはようございます。 

  第二次豊能町ごみ基本計画の検証という

ことで、環境特集号の３１号に基づいて平

成２９年度の目標達成の結果を公表したと

ころです。２９年度の目標値につきまして

は、減量目標として７７６グラム、資源化

目標としては３5.８％ですが、結果は減量

が７９６グラム、資源化率が３2.１％で、

減量が２０グラム多く、資源率は3.７％低

くなりました。その要因として考えていま

すのが、人口減少は続いているもの、のご

み全体の７５％を占める可燃ごみが減って

いないというところが主な要因というふう

に考えています。その原因の一つは、高齢

世帯の方が町外に転出されるときの空き家

の片づけごみがふえていってるというとこ

ろが原因ではないかというふうに考えてい

ます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ５月３０日、ごみゼロの日からあしたま

で、ごみ減量リサイクル週間、生ごみを絞

る、お買い物にはマイバッグを持参する等

５項目が書かれてあります。ホームページ

にありました。過去の認識と違う分別方法、
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例えば汚れた容器包装、洗って乾かして容

器包装に入れていたけれども、国崎クリー

ンセンターの処理になってからは可燃ごみ

でよいこと、これは楽になったと思います

が、先ほどの５項目の中には洗って容器包

装へと書かれてありました。資源紙のほう

です。紙を小さくちぎったりシュレッダー

にかけたら紙の繊維が切断されるから可燃

ごみとして出していましたが、今、私は母

の遺品整理をしていますが、はがき等たく

さん出てきました。はがきを八つぐらいに

ちぎったら個人情報が切断される。そこで

環境課に確認したところ、紙袋に入れて外

に出ないようにしたらチラシと一緒に資源

紙として出してくださいとの答えをいただ

きました。ついでにシュレッダーの紙はと

聞いたら、同じようにして資源紙とのお答

えでした。うちのステーションでも可燃ご

みで見たことがありますし、個人情報を多

く取り扱っている自治会にどうしているの

か聞いたら、やはり可燃ごみで捨てている

とのことでした。そしてこのホームページ

のごみ分別辞典、これとても便利なものな

んですけども、私はここをクリックしない

で電話をしてしまいましたが、やはり過去

の認識どおり可燃ごみとなっているんです。

シュレッダーにかけた紙、可燃ごみと、こ

ういうふうになっています。こういう啓発

をどのようにお考えですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  確かに家庭用の可燃ごみの調査結果を平

成２６年にしているわけですけども、その

可燃ごみの中にやはり紙類とか容器包装プ

ラスチック類が、資源となるものが約１

９％以上も含まれているということがわか

っております。まだまだその可燃ごみの中

に資源化できる紙類とかプラスチック類と

か入っているということもありますので、

当然、行政だけではなく推進員の皆さんま

たは事業者とも一緒に、その可燃ごみの中

の資源化になるようなごみがまだまだある

ということは、当然ホームページまたはそ

ういうごみ分別辞典とかいろいろなイベン

ト、また自治会などを通してまだまだ分別

ができるということがあるよということは

周知していきたいというふうに考えていま

す。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  今の可燃ごみの中の紙ごみなんですけれ

ども、ごみ処理は１５年の計画で毎年毎年

検証されているのはよいことなんですが、

昨年の９月の決算特別委員会で食用廃油の

回収時に水切りのデモンストレーションや、

このように紙袋に入れたお菓子の空き箱を

持ってくるように私は言いました。その後

すぐにコープの前で食用廃油の回収と遭遇

しましたが、そのようなことは実施されて

いません。ティッシュを配っているだけで

はだめだと思うんですね。平成１３年から

減量推進委員は毎年誕生していますが、減

量をアピールするような裾野は広がってい

るのかとても疑問に思っています。そして

猪名川上流広域ごみ処理施設組合の議員を

していますが、そこの決算関係の書類にプ

ラスチック製容器包装ペールの品質評価で

Ｂランクと下がりました。４００万円の収

入源です。汚れたものの混入、私は豊能の

ごみではないと思っていますが、さらなる

分別、洗浄、正しい捨て方の啓発が必要だ

と思いますが、どのようにお考えですか。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  プラスチック製の容器包装ペールの品質

評価ということで、猪名川上流広域ごみ処

理施設が１市３町で搬出されたペールを分

析をしたということになります。その分析

をしたのは昨年の４月１９日ということで、

鳥取市にあります因幡環境整備会社におい

て品質を審査したところ、容器包装比率が

８8.０９％ということでＢランク評価とい

うことになりました。今回のＢ判定の主な

要因はペットボトルの取り除き漏れという

ことが判明しています。組合のほうにおき

ましてもペットボトルの取り除き漏れにつ

いて原因を確認されておるところですけど

も、具体的にはどうしてペットボトルが入

ったというのが判断できないというような

ことも伺っています。したがいまして、ま

だまだ容器包装のプラスチック類が分別で

きずにペットボトルが混入しているという

のが現実ではないかというふうに思います。

私も昨日、５月の推進委員の委嘱式があり

まして、その後の現地視察というのも初め

てさせていただきました。それは包装容器

の分別をされている現場でした。６人の方

がその作業に当たっておられまして、流れ

てくるプラスチック類を見ますと多くのペ

ットボトルが混入していました。余りにも

愕然としたのが実態です。当然きちっと分

別はされてて、万が一入ってることもある

のかなというふうに思ってましたけど、あ

れだけのペットボトルが入ってるというこ

とは分別ができてないというふうに改めて

認識をしたところです。委員の推進の方も

あの現場を見て愕然とされておりました。

まだまだプラスチック類と包装容器が分別

できてないということを現場で見られて、

これから帰って地域の方にもそういう現状

を訴えていかなあかんなというようなこと

も言っておられましたので、これから、分

別ができているというふうに僕ら思ってた

んですけど、まだまだできてないよという

ことを、強く、これから地域の方、また住

民の方にも訴えていって、協力をしてもら

えるような取り組みを進めていきたいとい

うふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  現状をわかっていただいてとてもよかっ

たと思っています。１市３町、競争ではあ

りませんが、分担金がとても気になるとこ

ろです。その１市３町では豊能町が活動し

ている団体が見学ツアーに参加している。

先ほどの答弁にもございましたように、５

月２２日にごみ減量推進委員の委嘱式の後、

見学されたとのことで、他市町でもやって

ほしいと豊能町は評価をされています。ダ

イオキシン問題がいまだに解決していませ

んが、他市に処理をお願いしていたことも

あって住民は分別・減量に大変努力してき

ました。有料化は私はまだまだ先のことで

よいと思っていますが、この後の質疑で福

祉に関しても公平性を追求しているわけで

す。今議会で消費税の改正で条例制定が上

程されています。このタイミングで公民館

等の使用料を検討すると言いながらやって

いない。使っている人と使っていない人、

ごみをたくさん出す人と資源化している人、

そんな公平性の観点からも歳入の確保も大

切だと思って有料化も考えられると思うん

ですが、町長は有料化のお考えはないです

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 
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  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ごみ減量化の計画につきましてはまだ途

上でございます。前回のごみ減量化等推進

委員の会議のところにも私も参加をさせて

いただいて、本当に皆様、住民の皆様とこ

れはあかんなと、まだまだやることが残っ

てるなと。今現在の不足分というのがその

計画に対しては約２０グラムですので、大

さじ２杯分。 

（発言する者あり） 

○町長（塩川恒敏君） 

  今は考えておりません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  続いて福祉施策にまいります。 

  まずはおでかけくんの運用のことです。

町内のみとし、町外の市立池田病院、箕面

市立病院、市立川西病院の運行がなくなり

ました。その告知は利用者にお手紙が行き

ましたが理由も書いていない。私のところ

に問い合わせがきました。一度始めたサー

ビスをとめるのは難しいですが、余りにも

不親切な形に驚きました。しかも冷たく感

じる青色の用紙にです。これは感覚の問題

ですが、私は福祉関係は薄いピンクとかク

リーム色とか、そんな用紙にしていただき

たいなと勝手に思っています。平成３０年

１０月９日の地域公共交通会議では、町内

３０分以内のお出かけを充実させるためと

説明がありますし、町外の３病院の往復に

時間を要することで、幅広い多くの人の利

用が見込めない。１回２００円の利用料が

公平な福祉施策であるか等々の問題もあり

ました。議員にはその説明が３０年１０月

１５日の全員協議会でありました。おでか

けくんの利用が変わることをなぜ理由を書

き理解を求める形をとらなかったのですか。

とても不親切だと思うのですがいかがです

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  おはようございます。 

  議員御指摘の件につきましては、利用の

手続、更新手続の御案内時にあわせておで

かけくんの利用の範囲や民間事業者を利用

する場合のサービス利用券の利用枚数の変

更につきましても御案内をさせていただき

ました。その際には確かに変更の理由の付

記はしてございませんでしたが、その後の

お問い合わせ等にしっかりと御説明をさせ

ていただいておりますので、その後の窓口

にての申請時やチケット交付時にもお問い

合わせがございましたら、御理解をいただ

けるように説明をさせていただいておりま

すが、更新手続の御案内時には確かにして

ございませんでしたので、御案内時にもと

いうことでございますので、今後は状況に

応じまして善処させていただき、丁寧な対

応を心がけてまいりたいと思ってございま

す。 

  それから御案内のペーパーの色合いにつ

いても善処してまいりたいと思っておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  利用できる全ての対象者、介護認定者や

障害者への告知、利用者にはかなりの負担

増になると思いますが、介護タクシーの紹

介など親切な対応をその後はしていただい

ていますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（上浦 登君） 

  町外の三つの市立病院への利用は負担増

となっており、中には不満をおっしゃると

いうこともお聞きをしてございますが、一

方でそれらの３病院以外の町外の病院への

通院等については、提携介護タクシー等を

利用しますと利用券が２枚、1,０００円分

使えるということになりましたので、こち

らのほうはよくなったという御好評をいた

だいているところでございます。いずれに

いたしましても、お問い合わせ等につきま

しては御利用方法なども含めまして、引き

続き丁寧に御説明等させていただきたいと

思ってございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  私もこの前、運動会のときに、利用券２

枚使えるようになったって、負担増には変

わりはないですけれども喜んでおられまし

た。平成３０年１０月の地域公共交通会議

では、需要がかなり伸びるなら台数を検討

しなければならないと発言されていますが、

現状をお聞かせください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  今年度４月からの変更でございますので、

昨年の４月とことしの４月を比較をさせて

いただきました。おでかけくんにつきまし

ては昨年４月は１１０回、今年度につきま

しては７０回ということでございます。提

携タクシーはどうかといいますと、昨年４

月は３３９回ということで、今年度はまだ

最終の全部の業者から通知が上がってござ

いませんが、今、集計している段階で４０

２回ということで大幅に伸びているという

ことでございます。ですので昨年の地域公

共交通会議で発言をさせていただきました、

需要が伸びているなら増車もということさ

せていただきまして、今のところ増車とい

うことは考えられない状況になってござい

ます。ただ、いずれにいたしましても運用

を変更したところでございますので、もう

少し利用状況を見させていただきながら総

合的に検討してまいりたいと考えてござい

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  対象者皆様が、皆さんが使えるような親

切な告知を、広報をやってください。 

  続いて豊寿荘の女性用のお風呂のことで

す。男性用のお風呂は改修して多目的に使

用することになりましたが、少し前までは

女性用のお風呂は男女交代で利用していま

した。いつから休止になっていますか。私

は最近気がついたんです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  昨年の８月２２日より冷温水式の空調設

備の不良により入浴サービスを休止をして

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  私は小耳に挟んだんですけども、それは

告知はどのようにされましたか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  休止をさせていただきまして、直ちに豊
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寿荘の入り口に休止のお知らせを掲示する

とともに、利用者の皆様には来館受付時に

口頭で御説明をさせていただいております。

また、お問い合わせ等につきましても御質

問の都度内容を御理解いただけるように説

明をさせていただいてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  豊寿荘のお風呂は６５歳以上の方が豊寿

荘の利用登録をすれば利用できました。町

内で６５歳以上の人は４月末現在で8,６８

９名、住民の４４％もいらっしゃいます。

なぜ今の利用者だけに告知をし、広報「と

よの」に掲載されないのですか。６５歳以

上の人はそこでお風呂が無料で入れるとい

うこと、余り知られていないと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  豊寿荘は、議員おっしゃいますように６

５歳以上の方であれば基本的にどなたでも

利用ができるという施設になってございま

すが、お風呂の利用に関しましてはほぼほ

ぼ固定の方が御利用されていたということ

もございまして、こういう形で告知をさせ

ていただいたところでございますが、確か

に固定観念のようなものがありました。今

後は利用可能な住民の方々にも情報が届く

ように、広報とよの等を活用し、広く周知

をしてまいりたいと考えておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  丁寧な対応をお願いします。 

  そしてこのお風呂ですが、老人福祉施設

あり方検討委員会で川西市や茨木市にも視

察に行かれ、協議をされたようです。私も

この会議、２回ほど傍聴させていただきま

したが、今後の基本方針でも廃止とうたわ

れています。町長に伺いますが、豊寿荘の

お風呂、廃止の方針でよろしいのでしょう

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  あり方委員会の中でしっかりと検討して

いただかないといけませんけれども、私は

今現在の方針で確認をしております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  あり方検討委員会はもう終わってると思

うんですけども、その結果でこの方針が出

されたと思うんですが、違いますか、福祉

部長。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  あり方検討委員会についてはもう終わっ

てございます。ただ、そのあり方検討委員

会のメンバーさんに引き続き来ていただき

まして、その検討委員会が決められたこと

といいますか、諮問いただいたことは着実

に進んでいるかどうかという検証委員会み

たいのを続けてございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  もう一つ問題が残ります。自宅において

一人で入浴されている不安を解消する手だ

てをどのようにお考えですか。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  この件に関しましては、以前よりほかの

議員の方からも御質問を頂戴しております

が、豊寿荘の入浴サービスがなくなるとい

うことによります措置といたしましては、

身体的に虚弱な方が自宅においてお一人で

入浴するのが不安な方については、介護予

防の観点から不安を解消するような事業を

検討中ということで申し上げてまいりまし

た。その点を踏まえてお答えをさせていた

だきますと、今、検討しておりますのは民

間の社会資源、例えば福祉サービス系の施

設で、在宅高齢者で自宅においてお一人で

入浴するのが不安な方が介護状態におちい

らないよう介護予防を推進するとともに、

自立した生活の確保をするためのサービス

の一環として入浴サービスができないかを、

他市町村の事例も踏まえて検討をしている

ところでございます。廃止ということにな

りましたら何らかの形でその辺のところは

対処してまいりたいと考えてございますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  それについてはどうぞよろしくお願いし

ます。また進捗状況を伺いたいと思います。 

  続いて４番目の学校再配置についてです。

時間がなくなってきましたので簡単にお答

えいただきたいんですが、既存の施設を使

うということですから、東地区の小中一貫

校は小学校、中学校、もしくは両方、どれ

にされますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  お答えさせていただきます。 

  私は隣接型の小中一貫校を目指していき

たいと存じます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  両方残されるということで隣接型という

ことです。中学校の場合は府から配置され

る教師はクラス数に準じておりますので足

りません。私、支援課に行きまして、先生

方、この方はどこからお金出てますか、府

ですかということを一人ずつ、ちょっと検

証させていただいたんですが、今年度の場

合は加配がうまくいただけた、小学校に６

時間英語を教えにいく人の分をこっちで補

填している、首席軽減の１０時間の分をこ

っちで補填している、そういうふうにうま

いことやりくりして、そして一人のフルタ

イムの加配もうまくいただけた。けれど、

毎年毎年いただけるわけではないというこ

とで、今年度も臨時免許で２教科を担当さ

れている先生もいますし、それと先生の給

料の一部を町費で賄っているという現実が

あります。加配がいただけないと先生の福

利厚生費等を含めると約1,０００万円。今

後も先生の給料等を町の負担をし続けられ

る財政基盤はございますか。町長に伺いま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  将来の子どものために加配を求めますし、

それから単独の町費負担というのは十分考

えていかないといけないと思っています。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 
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  私、今の中学３年生の子どもに言われた

んです。中学１年生に入学したときにです。

僕たちは６年生のときに管野さんにも迷惑

をかけた。学校に見張り、見守りにも来て

もらった。中学１年生になって４０人の２

クラスやねん。でも東能勢は１５人の２ク

ラスやねんて。この東と西の不公平感を子

どもたちは自分で感じたわけです。私は校

長の裁量ということも言いましたけれど、

子どもたちの気持ちの中で、あなた方はも

う４０人１クラスでいけてるのよっていう

ことも言いました。そして今、３年生にな

って落ちついてきている。しっかり勉強し

ているということを道で会っても声をかけ

てくれるようになった。本当に６年生のと

きに教室に入っていってよかったなと思っ

ているんです。その東西の先生方の公平な

財政負担、公平な教育を受ける権利という

のは少し違うかなと思ってきています。こ

の人数が東西で随分減っていますが、西地

区はまだまだ２クラス、ことしの１年生は

３クラスということでいけているんですけ

れど、一つになったほうがいいのかなと思

っています。そして子どもたちのことです。

もう吉川中学校にはサッカークラブはあり

ませんが、野球やサッカー等のスポーツク

ラブの団体競技、合唱・合奏等は東地区の

子どもたちは学校では諦めないといけない

のですか。町長に伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  実態のほうを調べさせていただきました。

今現在、クラブ活動に参加をされてる方々、

中学校では約８０％以上の方々が参加され

ておられます。野球に関しては学校と、そ

れから地区のものにダブル登録ができませ

んので、そしてサッカーも同じです。した

がいまして野球のほうに関しては硬式、そ

してサッカーのほうは民間のほうに行かれ

ているというような状態で、子どもさんへ

のクラブ活動というのは学校教育とともに

重要でございますので、これから検討もさ

せていただきますけれども、今現在、私が

口を中に入れるということはできませんの

で、新教育長が就任をされて、そのクラブ

活動についても十分議論をしていただける

ものと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  それでは、町長は東地区の学校を残すこ

とは民意とおっしゃった。３月の私への答

弁、秋元議員への答弁もそうです。その自

信がおありなら通学校区をなくしていただ

けませんか。クラスがえのできる西地区の

学校に通いたいと思っている人もいます。

これは新しい教育長が誕生した後に伺いた

いと思います。 

  そして最後に、一昨年の１２月、新しい

教育委員さんの反対で一度は立ちどまった

１小１中案、それでも１月の臨時教育委員

会の会議で理解をされて、教育委員会では

１小１中を選択されました。昨年の秋の住

民説明会の意見を聞かれてもその考えは変

わりませんでした。一つもぶれることはな

かったのです。町長は教育委員会の考えを

翻すということで、教育委員さんへの辞職

勧告ということはありますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  教育委員会の目的自身は政治的な中立、

そして継続性・安定性の確保、地域住民の

意向の反映ということが教育委員会に求め

られているものでございます。したがいま
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して私、首長がそのものをくつがえし、委

員の身分、このものは保証されてるわけで

すので、それを勧告であったりとかそうい

うことをするつもりは一切ございません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  時間がなくなってきました。 

  ５番目の項目なんですが次回に回したい

と思いますが、この卒業式にも出席できな

い不登校の子どもたち、この後は成人式に

も出られない子どもたちがいることを一昨

年の成人式の前に伺いました。中学校でい

い思い出がないねんて、そんなことを言っ

た子どもたちがいます。このことはまた９

月議会で、成人式前ですから聞きたいと思

います。 

  以上で質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で管野英美子議員の一般質問を終わ

ります。 

  ネット放映の切りかえのため、暫時休憩

いたします。 

（午前１０時２０分 休憩） 

（午前１０時２３分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、西岡義克議員を指名いたします。 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  ただいま議長より御指名をいただきまし

た、西岡でございます。これより一般質問

を行います。ちょっと不養生でありまして

かぜを引いておりますので、喉を少し痛め

ておりまして、お聞き苦しい点はあると思

いますが御容赦いただき、答弁のほうはよ

ろしくお願いいたします。 

  さて、令和元年であります。令和は和を

大切にという意味もあるとのことでござい

まして、和をもって貴しとなすと言ったの

は聖徳太子の名言でありますが、令和元年、

亥の刻、豊能町教育再生の年であります。

地域住民の和をもって協働して教育体制に

向け猪突猛進するリノベーションの年であ

ります。そして今まさに文科省の諮問機関

である中教審、安倍総理の諮問機関である

教育再生実行会議が一体となって総力を挙

げて地方創生に向け、次世代の学校地域創

生プランの実行を提唱いたしているところ

でございます。 

  そこで、まず、豊能町の未来、教育ビジ

ョンを示す教育大綱の見直しについてお伺

いいたします。 

  豊能町の未来は教育にあります。子育て

にあります。豊能の未来に向け次世代の学

校、地域の創生が喫緊の課題でありますが、

そのためには私は教育振興基本計画の策定

が必要不可欠だと思っております。そして

その中、その検討する中で、今まで十分な

議論のないままに策定された教育大綱の見

直しが必至であると思っておりますが、今

後の町の対応、取り組みについて、まず教

育次長、お伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  西岡議員の御質問ですが、教育大綱の件、

もう一つは教育振興計画の件があったと思

います。 

  まず教育大綱につきまして十分な議論を

したかということなんですけども、現在の

教育大綱は平成３０年２月２１日に改定し

ているものでございますが、改定に際して

は総合教育委員会等会議におきまして町長

及び教育委員会と十分協議を、議論をした

上で改定を行っているものと理解しており
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ます。 

  改定をということですけども、現在教育

長が不在ですので、新教育長が就任された

際、総合教育会議等の場におきまして、今

後の本町の教育について十分議論し、教育

大綱において今後の教育の方向性を示して

いきたいというふうになるかというふうに

考えております。 

  教育振興計画のほうですけども、これ正

式には教育振興基本計画というふうなこと

だと思います。これにつきましては教育基

本法第１７条第２項で、今後、各地方公共

団体は政府の計画を参考にし地方の実情に

応じながら各自の判断により、同法に定め

る教育に係る基本的な計画を策定するよう

努めなければならないとされております。

現在大阪府は、国が策定した当計画に基づ

き同様の計画を策定しています。府は当計

画に基づき、各市町村が策定する教育基本

方針の策定に指導・助言を行っております。

豊能町でも府の指導・助言をいただきなが

ら、教育基本指針を策定し、それをもとに

各学校園所においても教育指導計画を作成

して、教育活動の充実を図っておりますの

で、それに従い豊能町の教育を進めていき

たいと考えております。 

  なお、教育委員会事務局といたしまして

は、小中統合や西地区の保育所と幼稚園の

統合問題など、重要な案件が山積みされて

おりますので、新たな教育長や教育委員と

今後十分協議を行い進めていきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  豊能町は大阪府の教育振興基本計画、そ

れを参考にして教育行政を執行していると

いうことでございます。教育基本法１７条

において、地方公共団体に対しては地域の

実情に応じた教育振興基本計画を定めるこ

と、これを今言われたように努力義務とい

うことになっております。しかしネットで

調べても、近隣の市町村クラスでは、大阪

府下では、私が調べた範囲では高槻市、そ

れから高石市、和泉市がありましたけども、

町村クラスはなかったように思います。し

かしながら教育力日本一と豪語する豊能町

でありますから、国に先駆けて地域独自の、

今あったように地域の実情に応じて地域独

自の教育振興基本計画の対応と取り組みを

すべきだと思うんですよね。平成２７年１

月２７日の文科省の手引きを読んでも、大

阪府の教育振興基本計画を参酌して地域を

生かした町独自の教育振興基本計画をつく

るべきであると、私はそう思うのでありま

す。 

  高槻の教育振興基本計画を見たら、概要

を見たんですけども、「た・か・つ・き」

と、これをもじって市民が覚えやすいよう

な子ども像を概要欄に出してます。だから

ここにもありますけども、本来なら私は２

７年４月１日の施行の地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の施行が決定しまし

たので、施行に鑑みて、やっぱり豊能町独

自の教育振興基本計画をベースにして、総

合教育会議ですか、その中で町長を交え地

域住民の声を十分に聞きながら議論を尽く

したその中で教育大綱はつくられるべきで

あったと思うんですけども、町長、その辺

どう思いますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員おっしゃるように、豊能町の地域特

性を生かした基本計画というのは作成すべ

きだと思います。大阪府のほうの計画も含
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めて見させていただきましたし、これは１

０年間の計画で５年ごとに見直すというこ

とですから、一番重要なのは見直していく

ということですので、この計画に関しては

新教育長とともに、この計画をつくるべき

か、そして中に盛り込むものが何かという

ことも含めて、そして教育大綱も含めて検

討していかなければならないと思っており

ます。よろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  ちょっと声がおかしいので申しわけない

けど、これ高槻の今の教育振興基本計画を

見ますと、ところどころにＰＤＣＡという

言葉が出てきております。事前のやっぱり

対応といいますか、ＰＤＣＡがない教育大

綱は機械的な作業に終始しているわけです。

前回の。美辞麗句を羅列した絵に描いた餅

になってもうてます。結果、今回ハード面

がソフト面を先行するようなはじさらしの

教育大綱ができてるわけですけども、事前

の対応に関しては、私は高槻の教育基本計

画の中のＰＤＣＡということが頭にあるわ

けです。私は今後、教育大綱を見直すに際

してＰＤＣＡサイクルを学校、保護者、地

域と協働して、根本的な原因の究明をする

ことがまず肝心であろうと。それと地域、

学校、家庭の連携強化のもとで多面的な対

応を検討すること、さらに学校、地域、家

庭が共有する教育ビジョンのもとで長期的

な展望の教育大綱を作成することが肝心で

あろうと思っておるわけであります。私は、

現行の教育大綱の決定的な欠落要因は、地

域との連携と協働の欠如やと私は思ってお

ります。説明会にも出ましたし、一番それ

を感じたのが、町が説明会に出しておった

平成２７年１月２７日、文部科学省、文科

省が出してる公立小学校・中学校の適正規

模、適正配置等に関する手引き、これであ

ります。これを読むとまさしく地域との連

携と協働、これが物すごい欠けているなと

いう気がしております。今後この教育大綱

を見直すに際してこの辺を考慮しなければ

ならないと私は思っていますが、町長いか

がですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員おっしゃるように、今回、教育基本

方針、そして学習指導要領の中にも大きく

述べられてる部分が、学校教育そのものと

そして学校教育、家庭教育、それから地域

の協働活動というのをしっかりとうたわれ

ておられます。地域全体で未来を担う子ど

もたちの成長を支える仕組みということで、

ちょっと出していいのかですけど、こうい

うような形であらゆる団体自身がそれに関

与して、将来ある子どもたちをどう育てて

いくかというのが学習指導要領の中に入っ

ております。したがって、私はまちづくり

の観点から、やはりこの協働、まちづくり

のためにも学校があり、そして保護者の

方々も、そして地域全体が見守ることが重

要だと思いますので、そういう私の役割の

中ではしっかりと訴えさせていただきます。

ただ、中身に関してそしてそれを実践して

いただくのは、新たな教育長が就任をされ

てその方に委ねることになると思いますけ

れども、しっかりと連携を組んでやらせて

いただきたいと存じます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  今おっしゃったように、教育というのは

単に学科指導じゃなくてやっぱり生活指導

という部分が非常に大事だと。みずから考
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え主体的に行動する、社会に対応できるよ

うな子どもを育成していくということで、

知・徳・体と、日本の非常に世界に誇れる

教育内容ですけども、知育に関してはお母

さん方非常に関心があると。ただ徳育・体

育に対してはかなり昔と違ってきてるなと

いう気がするんですけれども、豊能町にお

いては教育大綱というのは私はまちづくり

の根幹をなすものであろうと思っておりま

すから、特に地域の状況、地域の声、地域

との協働がなければ、地域をないがしろに

したまちづくりとか教育再生はあり得ない

と私は思っております。それは町の、豊能

町の主要施策、これを見てもわかるんです

けども、「地域で育て地域で育つ 人を大

切にするまちづくり」が全体の３０％あり

ます。そして次に、１番目はそれですわ。

２番目が「住民と行政との信頼協働のまち

づくり」これが２番手で２６％ある。合わ

せて半分以上の主要施策、これからも明ら

かなように、この２大施策は欠如してまち

づくりは不可能であると。だから基本はや

っぱり地域とともにある学校づくりという

のが基本であろうと。大きい小さいは別に

してですよ。つまり私はまちづくりの教育

再生のキーワードは地域と協働ということ

であると思っております。町長どう思いま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員おっしゃるように、豊能町が抱える

問題というのはやはり地域のコミュニティ、

人口減少に伴う希薄化、こういうところが

一番のもので、それが一番全体に影響して

いると存じます。私たちは預かった、信託

された内容を住民の皆様とともに協働でま

ちづくりを進める。それを私は第一番に考

えて行動させていただいております。よろ

しくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  地域との協働ということで、やっぱり自

治会というのは非常に大事な存在でありま

すけども、私も今はちょっと自治会長をさ

せていただいておりますけども、要するに

自治会長が単なる豊能町の走り使いという

か、小間使みたいなことをしてることでは

地域は活性化しないし、町もよくならない

し、子どももよくならない。やっぱり行政

と協働して豊能町に地域の現状を進言する

と。そして協力体制を組みながらまちづく

りをしていくと。ただ残念なことに、今、

ＰＴＡ・子供会の考え方も非常に変わって

きておりまして、子供会の解散というのも

出てきておるわけで、これは根本的にやっ

ぱり地域、学校、家庭とのこの教育力の問

題だと思うんですけど。 

  それはさておいて、平成２６年度に、御

承知のように地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律が２７

年４月１日に施行されました。これは私が

ざっと見た感じでは教育長の権限強化、そ

して総合教育会議の設置の義務づけ、それ

から首長による教育大綱の策定、この辺が

大まかなとこであろうと思うんです。それ

を踏まえて２６年に国は、まち・ひと・し

ごと創生法の施行、これに基づきましてま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の策定が地

方に努力義務化されております。それを受

けて豊能町は２８年の３月、豊能町まち・

ひと・しごと創生総合戦略と豊能町人口ビ

ジョン、さらにはアクションプランが作成

され、２９年度には豊能町シティプロモー

ションプランの概要版が作成されたわけで

あります。私、これをトータル的に見まし
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て、やっぱりまちづくり、教育再生は教育

委員会独自の縦割りの行政だけではできな

い状況に入ったんではないかなと思ってお

ります。ですから今後も町長の教育に対す

る存在価値というのは非常に大きいんです

けれども、町長はその辺、今後、総合教育

会議の中でその辺をどういう立場でどうい

うふうに取り扱っていこうと思っておられ

るのかお答えください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  新教育長が就任をされて、教育委員会の

方々とお話をし、そして総合教育計画がで

き上がってくるわけですけれども、特に議

員がおっしゃるように、学校を支えている

方、そしてこの豊能町を支えている方々と

いうのは、ＰＴＡを初め学校の関係の方々、

それだけではなくて、商工会も含め、そし

てそれぞれの地域団体の方々が本当に町を 

よくするためにということを真剣に考えら

れておられます。それらの方々も含めてみ

んなが元気になること。そしてその方々の

アイデアを取り入れることが私は重要だと

思います。教育大綱は教育の中身を書くと

いうことですけれども、本来あるべき部分

はそのベースになるのは地域とともにそれ

ぞれの分野をやるということになりますの

で、私はそういう方々との連携をしっかり

と、そしてそれが見える形で皆さんが協力

できる、し合えるというように思えるよう

に、ＰＲも含めてさせていただきたいとい

うように思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  この地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律が施行された

ことによりまして、いよいよ教育長の権限

が大きくなる。ですから私はこれから、今

度教育長、早いこと就任してもらわんと何

も進まへんねんけど、いよいよ住民と協働

し、職員とも協働してまちづくりができる

有能な教育長が私は要るんではないかと思

うんですね。これまでは教育は不可侵とい

いますか、独立した形であって、ほかから

圧力かからないというような感じのもんで

したが、今はまちづくりの根幹をなすとい

うことであって、行政と協働しながら、住

民のことも考え、全体のまちづくりの一環

として取り組むということですから、教育

長はそういう全体を把握できるようなイニ

シアチブを持った教育長を持ってこんと、

なかなかまちづくり、そして豊能の教育、

子どもがよく育たないと思っておりますの

で、その辺町長はどうお考えです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  教育委員会の基本の中に独立性、そして

継続性、安定性もありますけれども、住民

の意向、これを組み入れるために行政の部

局とは別な、住民代表としての見地を持た

れた方が教育委員会の中に入られるという

ことでございますので、この教育委員の

方々はもちろん地域を代表されてるという

ことでございますので、その方々がしっか

りと地域のもの、現状も踏まえて議論をし

ていただいていると思います。新教育長を

迎えて新たな議論にまた発展をし、将来に

残せる教育、これをしっかりと進めていっ

ていただければと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  そこで豊能町の喫緊の課題でもあります
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小規模校対策であります。これは特に東地

区は最初から小中一貫校ありきみたいな地

域であります。そこで小規模校対策につい

てでありますが、今まさに豊能町に少子化

に向けた教育対応が求められておるわけで

ありますが、先ほどの平成２７年１月２７

日付の文科省の手引きですね。これには小

規模校のメリットの最大化やデメリットの

克服についての事前の対応をしなければな

らないというようなことが書いております。

教育委員会とトップによる総合教育会議の

中で、この問題はやっぱり根本的に、また

多面的に長期的な対応策が要ると思うんで

すけども、具体的な検討案は教育長がいな

いのでなかなか難しいと思いますけども、

次長、何かお考えあります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  議員おっしゃりますように、まだ具体的

な案はできておりません。小規模校につき

ましては、私もここにメリット・デメリッ

トを控えておるんですけども、ここでは発

言しませんけども確かにございます。それ

につきましては教育委員さん、新たな教育

長が決まりましたら、当然入っております

けども、入れた総合教育委員会議で具体案

について検討していきたいというふうには

考えております。ただ一方、小規模・大規

模にかかわらず、これからの学校のあり方

として、先ほどから議論されておりますけ

ども、地域の力のというのが大切であると

いうふうに考えております。教育委員会と

しましては努力義務となっておりますコミ

ュニティスクール、学校運営協議会の取り

組みを、今後、豊能町としても推進してい

かなければならないというふうに考えてお

りますので、これらをもって地域や保護者

が主体性を持って学校にかかわるシステム

づくりを推進していくため、地域や保護者

に丁寧な趣旨説明等、今後行っていく必要

があるというふうには考えておるところで

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  先ほどから申してますように、文科省の

公立小学校・中学校の適正規模、適正配置

に関する手引きに多くの選択肢が提示され

ておりますんで、これにほとんど凝縮され

ているように思います。説明会でこの冊子

は町がつくって配られたんだと思うんです

けども、これは保護者から提供された資料

ということでありますが、私も読んでみま

したがなかなかうまくまとめてると。ただ

課長が何回も読みましたという話を聞きま

した。しかし読むだけでは何の意味もない

んで、読んで対応がなければ何の意味もな

いわけです。だからその辺を今後、小規模

校の問題は当然、先ほどもありましたよう

に、地域、学校、家庭の協働をベースとし

て考えなければなりません。そして全庁を

挙げて、職員も一丸となって、各部署が協

働して、まちづくりの一環として小規模校

対策を考えることが肝心だと思います。こ

れ新教育長が就任したら、全庁を挙げて真

剣に取り組んでいただきたいと思いますの

で、これは強く要望いたしておきます。 

  次に行財政問題でありますが、まず行政

問題についてお伺いします。 

  まちづくりは人づくりであり、私は国づ

くりであると思っております。まちづくり

のためには私は今までインセンティブなん

か与えんでもと思ったけども、やっぱり頑

張る職員のためのインセンティブとなる評

価システム、これは必ず要ります。頑張る
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職員が頑張れるように、そういうインセン

ティブを考える、その取り組みと対応がも

しあるんであれば、また既に取り組んでい

るんであれば、その辺の進捗状況をお聞か

せ願いたいと思います。部長、お願いしま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  以前にも答弁いたしましたけども、地方

公務員法が平成２８年４月に改正されて施

行されまして、そのときに人事評価制度、

これが義務化されたわけでございます。豊

能町におきましては平成１８年度から勤務

評定という名前でしたが施行しまして、平

成１９年度からその勤務評定を本格実施し

てきたというようなことでございました。

その勤務評定の結果を給与等に反映すると

いうことは平成２３年の４月からやってき

たわけでございますけども、これも以前か

ら西岡議員にお答えしておりますとおり、

これまでは成績の悪い職員、これにペナル

ティを与えるというようなことで給与に反

映してきたわけでございます。先ほど申し

上げた平成２８年の地方公務員法の改正を

受けまして、本町では昨年、平成３０年の

４月から人事評価制度を改正いたしまして、

評価の結果がよい職員にも給与を反映する

と。よくない職員には当然反映するわけで

ございますけども、そういうふうにちょう

ど１年前に制度を改正したところでござい

ます。ただ、その給与等の処遇に反映をす

るということになりましたら、一番大切な

ことはその評価をする側、要するに管理職

でございますが、その管理職が部下を公正

に評価できるのかどうかというのが一番大

事、評価のばらつきが上司によって変わっ

てしまうとばらつきが出てしまうというこ

とがあるので、それをばらつきを少なくす

ること、これが一番大切でございます。こ

のため毎年評価者研修といいまして、管理

職を対象に研修をしておりますが、それで

もばらつきがなくなるということは一朝一

夕にはならないということで、昨年の４月、

制度の改正とともに副町長をトップといた

します各部長で構成しました人事評価調整

委員会という組織を立ち上げました。この

人事評価調整委員会におきまして、個々の

職員一人一人、大体１７０人程度去年おっ

たわけでございますが、一人一人の困難度

の判定を副町長と部長でみんなでやったと

いうようなことでございました。非常にす

ごい事務量の仕事をやったわけでございま

す。３カ月かかって６回ぐらい会議を開催

したところでございます。その調整は一応

はできたわけでございますけども、現在は

副町長が不在ということによりまして、そ

ういう能力の評価をした上での調整はまだ

最終はできていないというようなことでご

ざいまして、今後、年内をめどに調整を行

いまして、給与への反映が可能かどうかと

いうことも判断をしていきたいというふう

に思っております。人事評価につきまして

は当然、議員のおっしゃる給与への反映、

処遇への反映、これは目的の一つではござ

いますけども、我々一番の目的はやはりス

キルアップといいますか、本人のやる気の

問題、悪いところを改善していくという、

そういう気持ちを持ってもらうこと、これ

に重点を置いておりますので、両方をにら

みながらこれからも改善していきたいと思

っています。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  私なんかは民間の会社をやってますので

生ぬるいなという気はいたしておるんです
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けど、町長がもともと民間のとこにおられ

たので、このインセンティブというのは私

は余り好きな言葉じゃないんですけども、

やっぱりそういうことも考えて、部長が言

ったようにやる気を出させると。だから別

に給料を下げるだけが問題じゃなくて、上

げる以上に仕事をしてもらったらいいわけ

で、そういうインセンティブを与えるよう

なことも町長また考えてみたらどうですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  民間企業の場合の人事評価というのは非

常に厳しいございます。一番重要なのはや

る職員というか、社員と、そして上司が目

標を共有するかというのが一番重要でござ

います。特に与えられた目標、そしてそれ

を行うプロセス、そしてそれのやる仕組み、

というものを上司とともに社員が一緒にな

って検討する。反面、言われるところがあ

るんですけれども、部下が上司を評価をす

るというところもその仕組みの中にはあっ

て、その中で切磋琢磨していくものでござ

います。今回、委員が御指摘のようにこの

インセンティブというような仕組みも、そ

して豊能町における年齢構成も含めてなか

なか一挙には進みませんけれども、大変な

努力ではありますけれども、部下とそして

上司が共有し、何のためにやるのかという

ことをしっかりと共有できる仕組み、それ

に対する正当な評価ができる仕組みをしっ

かりとつくっていきたいというように思い

ます。全体がレベルが上がること、そして

誰のためにやってるのかということが一番

重要だと思っておりますので、大変、部課

長の方々についてこのばらつきをなくすと

ころについては３カ月、本当に真剣に議論

をしていただいているということも重々わ

かっております。ただ、それは将来に向け

てしっかりとやっていかないといけません

ので、それを陣頭指揮とってまいりたいと

思います。特に副町長含め今回そのものに

長けた方をぜひ来ていただきたいもんだと

いうように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  町長は民間から来た方なので、その辺は

期待しておりますけれども、ただ、やっぱ

り基本はトップと職員の信頼関係、これが

ベースにあるわけですから、それだけは忘

れないように。それとまちづくりというの

は折助根性というのがあるんですよね。折

助根性ではなくシビックプライドでシティ

プロモーション、部長の得意なやつですわ。

ということでありまして、監査委員が今回

言ってますように、職員一人一人が常にコ

スト意識を持って発想の転換を図り、創意

工夫を図るということを前提にして、進言

してますけども、そういうことを今後、私

は期待したいと思います。 

  １点、この前５月３１日に全協に出まし

た資料、これ豊能町行財政改革プラン２０

１９いうのがあるんですけど、この中で、

組織、機構の改革、この中で、非常勤職員

の採用基準の見直しを検討する。どういう

ふうに見直すんですか。ちょっとだけ教え

てもらえますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今、原則非常勤の職員につきましては６

５歳定年制をひいておりまして、６５歳に

なられますとどんな方でも自動的に退職を

していただくというようなことをしてきた

わけでございます。ただ、そういたします
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とどうしても必要な方、特に専門職の方々

ですけども、そういう方が後任がいないの

にやめていかれるというようなことが頻発

いたしまして、これはいかんというような

ことで、例えば免許証が要る運転手の方も

含めてですけども、そういう専門職の方々

については６５歳を過ぎても続けて勤務を

していただけるように若干制度を変えたと

ころでありますが、今後はそういう専門職

以外の方々であっても、どうしてもこの方

に残ってほしいというような非常勤の方は

６５歳を過ぎても、例えば７０歳までとか、

まだ年齢を決めていませんけども、続けて

来ていただくような、そんな制度にできな

いかというようなことでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  わかりました。 

  それでは続いて財政問題についてお聞き

したいと思うんですが、財政健全化に向け

て基金の取り崩しの財政状況からの脱却が

必要であろうと思うんですけども、財政施

策について具体的に基金の取り崩しからの

脱却の具体策があればお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ちょうど今、議員の言っていただきまし

た５月３１日の全員協議会でお示しをいた

しました豊能町行財政改革プラン２０１９、

これの骨子でございます。お示ししました

のはあくまで骨子でございますので、今後

具体的なものをお示しするわけでございま

すが、組織、機構の改革、行政経営の改革、

財政運営の改革、施設運営の改革、この四

つの柱に基づいてそれぞれ具体的な項目を

上げていくということでございます。それ

によりまして基金に頼らないというか、基

金の取り崩しが今後も続いていくというよ

うなことが見込まれるわけでございますけ

ども、基金の取り崩しが少しでも少なくな

るようにというようなことで取り組んでい

きたいというふうに思っております。９月

の議会におきましてはその具体的な項目も

あわせてお示しをしたいと思っております。

よろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  西岡義克議員。 

○１１番（西岡義克君） 

  これからまだ具体的なその他のプランで

すね。これ、などと書いてますから、これ

以外にいろいろあるということであります。

ただ、今まで何回か財政再建プランみたい

なものが出ておったんですけども、特に平

成２２年から２６年に財政再建計画という

のを立てまして、２０億円の効果額を目標

に再任用制度を凍結したりいろいろ頑張っ

て目標を達成しようとしていたやさき、今

度は財政健全化プラン、これ２６年から３

０年にかけてやったんですけども、２７年

度に急遽、それまでは基金は取り崩さない

でやっていこうということで財政再建計画

があったんですけど、２７年にいきなり基

金の取り崩し施策に変わりまして、最初の

財政再建計画のときは再任用制度も凍結し

ておったわけです。その再任用制度も凍結

解除、さらに２７年から２９年、人勧によ

る３年間の給料アップ、こういうことが出

ておるわけです。今後やっぱりこれから、

今、豊能町の行財政改革プラン２０１９年

骨子、せっかくこれからやるんですから、

豊能町の今までのきた経過も含めてＰＤＣ

Ａをきちっとやると。それと今回の場合は

ＫＰＩもきちっと出していただいて、将来

の豊能町のためにこういう立派な行財政改
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革プラン２０１９ができたよというふうに

していただきたいと期待いたしております。

しておきます。 

  それで、ちょっとかぜひいてますので、

余り、お聞き苦しかったと思うんです。こ

れ豊能町も持続可能なまちづくりに向けて

私は一点集中して地域の活性化、これに取

り組まなければならないと思っております。

地域コミュニティの核となる、さっき言い

ましたように、学校のあり方が私は喫緊の

課題であろうと思っています。特に雪崩的

な少子化現象の中、小規模のメリットを生

かしてデメリットを克服することが小規模

校には肝心であります。そのために次世代、

これから学校地域の創生に向けて議会と行

政が車の両輪となって問題解決に向け、根

本的な原因究明を図り、多面的な対応をし

て長期的なビジョンを共有した中で、住民

との共有を図っていかなければならないと

私は思っております。最大のポイントは町

長がおっしゃったように地域とともにある

学校づくり、地域との協働関係を生かした

学校づくりが肝心だと思っております。地

域再生に向けて住民とともにある行政のさ

らなる行政力に期待をいたしたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

  これで私の一般質問を終わります。お聞

き苦しい点、申しわけなかったです。あり

がとうございました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で西岡義克議員の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

１時１５分といたします。 

（午前１１時０６分 休憩） 

（午前１１時１５分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、田中龍一議員を指名いたします。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  皆様、おはようございます。 

  ２番・田中龍一でございます。議長から

発言のお許しをいただきましたので、私と

いたしましては令和元年最初の一般質問を

させていただきます。 

  ３月議会の一般質問と同じ視点、同じ考

え方、つまりまちづくりの基本である、な

い物ねだりではなくあるもの探しの視点で

質問をいたします。 

  例えば道の駅のように、ほかにあって豊

能町にないものをおくれたタイミングでつ

くるようなことはせずに、豊能町にだけあ

るものや豊能町にしかないもの、既に制度

としてあるけれども十分に活用されていな

いものなどを探し出し、それを活用して費

用を抑えながら豊能町独自のまちづくりを

着実に実施していけるような視点で質問さ

せていただきます。 

  ６項目ございます。 

  最初に１項目め、豊能町にしかできない

町の活性化、シティプロモーションについ

てでございます。 

  さて５月１日に新天皇が御即位され、令

和の御代が始まりました。実はこれまでの

天皇陛下と豊能町とはかかわりがありまし

た。１５代天皇の応神天皇の代より、毎年

亥の月亥の日を祝して吉例、つまりめでた

いしきたりとしましてお亥の子餅を東能勢

村、つまり今の豊能町から宮中へ献上させ、

そのしきたりが明治まで続いていました。

このことを活用して、豊能町にしかできな

いシティプロモーションを実施してはどう

ですかということで３月議会に質問させて

いただきました。令和元年、天皇陛下御即

位をきっかけに、禁裏献上亥の子餅を復活

させ、新天皇に献上し、豊能町の効果的な

シティプロモーションの実施について、検
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討状況についてお伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  田中議員からは以前にも御提案を頂戴し

ております。禁裏献上亥の子餅のような、

そのようなことがらにおけます行政の役割

といたしましては、情報提供をすることで

すとか住民の皆さんの活動を支援すること、

こういうことが行政の役割ではないかとい

うふうに考えておりまして、町がみずから

主体になってやろうということは考えてい

ないところでございます。 

  昨年度のことでございますけども、教育

委員会の主催で高齢者対象のウグイス大学

とか小学生向けの講座でお亥の子餅をつく

る授業等を行いまして、情報提供や機会づ

くりを行ったところでございます。残念な

がらその後においては、お亥の子餅の復活

とか、禁裏献上に向けた地域の人々の動き

は見られておりませんので、地域の人々が

地域の魅力としてこれを実現しようという

こと、そういう動きがあればその支援はし

てまいりたいというふうに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ３月議会で塩川町長より、もう少し突っ

込んだ形でお答えいただいたかと思うんで

すけれども、そのあたりも踏まえて今後ど

のようなことをされるのかについてお伺い

いたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員のおっしゃる、あるものをしっかり

と探してそれをＰＲをしていくというのは

非常に重要だと思ってます。今回、田中議

員のほうからも御提案がありました亥の子

餅、これも過去から延々と続いて我々の誇

れるものでございますけれども、この推進

をされてる方々ともお話を実はさせていた

だきました。本来ですと令和元年のときに

献上ができれば一番ベストなんですけれど

も、今、途絶えてたということと、それか

らいわゆる献上する神社も含めて、今現在

その体制にはないということで、まだその

方々についてはもっとこの町内でしっかり

と啓蒙させていただいて、準備が整った段

階までもうしばらく待っていただきたいと

いうお話もございましたので、私はそうい

う方々がしっかりとやられるものについて

は支援を惜しまない、そういうふうに考え

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  支援を惜しまないという力強いお言葉あ

りましたので、ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

  次に、豊能町にしかない有力な観光資源

が二つあると考えております。一つはロー

マ法王より福者として列せられた高山右近

の生誕地が豊能町であること。もう一つは

北極星信仰の世界的聖地である能勢妙見口

の玄関口である妙見口駅が豊能町にあるこ

とです。これらの観光資源を活用して、ま

た開発費用については企業版ふるさと納税

を活用できますので、これらのことを活用

してぜひ進めていただきたいと思っており

ます。塩川町長の所信表明にもこれらのこ

とは書いておられたと思うんですけれども、

地方版、企業版のふるさと納税を活用した

高山右近生誕地開発とか妙見口駅前の開発、

これらの進捗状況についてお答えお願いい

たします。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員はもう御存じかと思いますけども、

企業版ふるさと納税を活用するためにはそ

の前に地域再生計画、これが必要でござい

ます。本町にも地域再生計画がございまし

て、それはまち・ひと・しごと創生総合戦

略に沿ったものというふうにしております。

その地域再生計画、本町のものにつきまし

ては、議員の御提案の妙見口の駅前開発で

ございますとか、右近の生誕地の整備開発、

こういうものは今の計画にはないというよ

うな状況でございますので、その企業版の

ふるさと納税を活用するためにはまずは地

域再生計画の変更、改正というものが先に

必要というふうに思っているわけでござい

ます。この地域再生計画の立て方そのもの

が企業版ふるさと納税の対象となるかどう

かということに直結をいたします。この地

域再生計画は企業からの寄附を先に目当て

にしてやるものではないというふうに思っ

ておりますけども、現在の地域再生計画で

ございますとかこれからつくる地域再生計

画、新しいもの、これについて企業の賛同

が得られるようなものがございましたら、

当然、企業版ふるさと納税の活用も視野に

入れたいというふうに思っております。た

だ、この企業版ふるさと納税を活用するた

めには、先に本町から国に対して手を挙げ

る必要がございますけども、その手を挙げ

るときには、まずは寄附してくれる企業の

目当てがあるということが条件になってお

りますので、寄附してくれる企業があると

いうことのめどが立ちましたら、それから

手を挙げるというような順番になっており

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  まさにその寄附できる企業の目当てがこ

れは必要なんです。ですから地域再生計画、

この前にできることはいっぱいあります。

例えば妙見口の開発については、妙見山へ

行っていただいたら、お社であるとか鳥居

であるとか、企業の名前、寄進されたとこ

ろがいっぱいあるんですよね。ああいった

ところをリストアップされて、そこと事前

に話をされる。そのときに企業版ふるさと

納税の一つの大きな特徴としては、企業の

お金をいただきながら開発できることも大

きいんですけれども、そのときに企業の意

見も聞きながらやると。ですから行政だけ

の考えじゃなくて企業の考えも入れながら

開発がブラッシュアップできるということ

もありますので、これはぜひ地域再生計画

ができる前にやるべきことですから、まず

こういったことから始められます。これは

別に予算も要らないです。ですから、ぜひ

これを始めていただきたい。同様に高山右

近についても、これにつきましてもこれま

でいろいろお世話になったキリスト教の方

から企業等を御紹介いただけたら、そちら

のほうにお話を進めていかれて、今の時点

でどういうことなのかということ、これを

進めるということは今でもできます。お金、

予算をとらなくてもできます。当然、地域

再生計画をつくる前にすべきことですので、

これについてはすぐできると思うんですけ

れども、これについてこれからぜひ実施し

ていただきたいと思いますけれども、お答

えを求めます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員のおっしゃるとおり、企業版ふるさ
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と納税をやるために企業が社会貢献の一環

として私たちに協力をいただけるかという

のが一番重要です。議員がおっしゃるとお

り、その企業の方々にトップセールスをす

るということが一番重要だと思っておりま

す。まだ私もそこまで、任期がまだ少ない

ので至っておりませんけれども、このもの

については私の使命としてトップセールス

をさせていただいて、企業版ふるさと納税

だけではなくてそれ以外にも協力いただけ

る部分がたくさんあると思いますし、その

企業の方々の御意向にも沿って、そして地

域の方々の御意向にも沿ってまいりたいと

いうように思います。しっかりとこれから

もやらせていただきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  しっかりこれから実施していただくとい

うことで、国も実際こんなパンフレットも

出されて、こんなＣＤまでつけてやってる

ぐらいすごく力を入れてますんで、ぜひ豊

能町もこれに乗って頑張っていただきたい

と思います。 

  豊能町はそういう意味では非常に恵まれ

ている町だと思います。企業がどこに当た

ったらいいかというのは既によくわかって

おるところですので。特にこれ平成２８年

度を見てみますと、１位の自治体、これが

茨城県境町、企業版ふるさと納税活用され

た。４位が岩手県の軽米町ですので、町の

規模でも十分、１位とか４位とか行えます。

うちは恵まれてる条件あると思うのでぜひ

実施していただきたいと思います。 

  次に２項目め、町内外の既存施策を活用

した防犯対策について質問させていただき

ます。 

  議会冒頭の塩川町長の挨拶にもあったよ

うに、豊能町内でも最近空き巣が発生して

おります。豊能町は既に防犯カメラを設置

しています。例えば希望ヶ丘などはその地

域に接続する全ての道路に防犯カメラが設

置されているというふうに聞いております

けれども、例えば防犯カメラが地域の出入

り口全てに設置されていることが事前に明

確にわかったら防犯効果というのはすごく

高まるというふうに思っております。既に

防犯カメラはもう設置されておるわけです

ので、このカメラが設置されていますよと

いうことがわかるような、例えばのぼりで

すよね。こんなものを設置するだけで防犯

効果というのはすごく上がると思うんです

けれども、ぜひこういったことを活用され

て、防犯カメラがここにあるよと、とても

豊能町は防犯意識が高いから空き巣は行い

にくいよということを印象づけていただい

て、事前に犯罪を防ぐようなことを考えて

ほしいと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  空き巣につきましてはことしに入りまし

て町内で９件の認知件数があることは把握

をしてございます。空き巣に限らず、その

他の犯罪を未然に防ぐために各所に防犯カ

メラが設置されており、合わせて防犯カメ

ラ作動中としたのぼり、それから看板を設

置されておられるところもございます。 

  御質問の設置のアピールということでご

ざいますが、確かに犯罪の抑止効果を向上

させるためには必要かと思いますが、各自

治会それから住宅地内それぞれの景観、そ

れからそれぞれの御事情を配慮されて、も

う既に実施をしておられるものと考えてご

ざいます。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  実際私もいろいろ見させてもらったんで

すけども、確かにのぼりをつけられてると

ころもあれば、つけられてないところもた

くさんありますので、このあたり本当にも

ったいないと思うんですよね。景観の話も

大事だと思いますけれども、やはりそれよ

りも犯罪を抑止する、これはやっぱり一番

大きな話だと思いますので、ぜひこののぼ

りの設置についても町のほうからも積極的

にやっていただくようなことを今後検討し

ていただきたいと思いますので、要望とし

てお願いいたします。 

  次に、特殊詐欺などの犯罪が残念ながら

全国的に発生して、大阪府下でも被害が絶

えません。豊能町でもいろいろお話が聞か

れてます。そこで、政府とか大阪府や警察

で動画なんかを交えた防犯広報を作成して

おります。つまり町が活用できる。よくで

きた防犯広報を活用して、豊能町において

より効果的な防犯対策をしてはどうかと思

っております。例えば大阪府の特殊詐欺被

害防止動画で、みんなで防ごう詐欺被害と

いうことで、これは西川きよしさんの親子

がドラマ仕立てで説明しまして、例えばキ

ャッシュカードをだまし取る詐欺の手口、

また息子を名乗るオレオレ詐欺の手口、名

義を貸してと頼む詐欺の手口、ギフト券を

買わせる詐欺の手口など、８動画がこれで

見れるようになってます。ですから本町も、

せっかくこういうものがあるので、大阪府

下ですし、ぜひ、本町のホームページにリ

ンクするというのはきょうからでもできる

と思うんですけれども、こんなことをすぐ

にでもやられてみてはどうかと思いますけ

れどもいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  ホームページなどのリンクにつきまして

は、関係するページから設定するなどして、

防犯に係るさまざまな情報提供、これの注

意喚起、これを図ってまいりたいと思って

おります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ぜひよろしくお願いいたします。 

  次に、動画だけでなくて政府の広報とか

大阪府警も実はダウンロードできるように、

これは政府広報ですね。大阪府警なんかも

それぞれのパターンに応じていろいろな形

でチラシをつくっております。こんな手口

があるからこうして防ぎなさいよというの、

これが大阪府警でも８種類ぐらいあります

ので、こういったものを、またポスターと

なったものもありますので、これも町の主

要施設への張り出しとか、もしくは各自治

会とか金融機関に提供することによって、

住民の皆さんに最新の手口を紹介すること

ができます。これは豊能町がプリントアウ

トして渡すだけですので、これについても

本当に、住民の皆さんがこういう手口であ

るよということを知って、みずからがまず

は高めていただくというのが大事だと思い

ますので、この自助の具体的な犯罪対策の

情報の提供ということで、ぜひ今あるこれ

を使ってそういったことを考えてみてはど

うかと思うんですけれどもいかがでしょう

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 
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  政府や大阪府警のチラシを活用してやっ

たらどうかということの御質問ではござい

ますが、私ども豊能警察の所管課でござい

まして、豊能警察も独自でいろいろなチラ

シをつくってございます。それから私ども

町でももちろんですけども、いろいろチラ

シをつくらせていただいておりますし、犯

罪に対する具体的な予防対策の一つとして

活用させていただいたところでございます

し、あわせて広報「とよの」において毎月

掲載をするなどの注意喚起もさせていただ

いております。先ほども申し上げました豊

能警察署が中心となって実施をしてござい

ます地域安全運動、これも積極的に豊能町

の防犯委員会、自治会と連携をして、町内

各所それから能勢電鉄の三つの駅等々でも

実施させていただいておりますし、５月の

２９日には防犯ブザーもセットで周知、そ

れから啓発に取り組んでございます。今後

ともそういった関係各所の御協力をいただ

きながら、豊能警察とともにさまざまな取

り組みについては重層的に取り組んでいき

たいと考えてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今、重層的に取り組むというお答えでし

たので、例えば今の政府広報であるとか大

阪府等が出されているものについても活用

について検討いただくというふうに考えて

よろしいですね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  もちろん、政府や大阪府の出しているチ

ラシ等にも担当のほうも目を通しておりま

すので、その中で豊能郡内、豊能町内にな

じむものであればそれをピックアップさせ

ていただいて、豊能の警察のチラシだとか

我々の広報「とよの」に載せていくとかい

うようなことも参考にさせていただきなが

ら進めていくということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ぜひそのあたり、既に政府なり大阪府で

もあるので、そんなものを活用したほうが

町にとってもいろいろな面で助かる面もあ

ると思うので、活用いただきたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

  次に、これまでずっと説明してきました、

例えば防犯カメラののぼりの設置とかホー

ムページへのリンク、また町の主要施設や

各自治会、町内金融機関への掲示とか、こ

ういったことを豊能警察署と連携をとれば、

今まで私が言ったようなことをしていけば、

実は他都市なんかでもこういうことをする

ことによって実際その警察と防犯協定を結

んでいるということで大々的にプレスして

はるんですよね。ですので今後そんなこと

も実施しながら、豊能警察、先ほどまさに

おっしゃったように、豊能警察署と我々豊

能町、もしくは町内企業、特に一番被害に

遭われる可能性がある金融機関、そんなと

ころと防犯協定を結んで、さらに防犯力を

高めることをしつつ、内外にアピールする

ということをされたほうが、この町は防犯

力が高い町だということで少しでも事前に

防犯が図れるのではないかと思いますけれ

ども、こういった豊能警察、町内企業等と

防犯協定を締結してはどうかと思いますけ

れどもいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  防犯に関する協定についてということで
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ございますが、既に豊能警察とは平成３０

年１０月１４日、能勢町の浄瑠璃シアター

で行われました、先ほど申し上げました地

域安全運動、これが豊能警察が中心になっ

てやっておるわけですけれども、毎年１回、

大会ということで、そこで町内外に、郡内

外にアピールをしておるんですけれども、

その中で豊能町長とそれから能勢町長と豊

能警察、三者といいますか町ごとにそうい

う安全・安心なまちづくりに関する協定書

というのを結んでございまして、その際に

は民放の取材もありまして民放で流されて

いると、そのようなこともございます。で

すのでもう一つは事業所、それから金融機

関ということですが、これももう既に豊能

警察の防犯協議会の中といいますか、防犯

協議会とセットで、別の組織なんですけれ

ども、豊能警察署管内事業所防犯協議会、

それから金融界におきましては豊能金融機

関防犯協議会ということで、これも連携し

て一つのくくりみたいなことで地域の、豊

能町・能勢町も含めて、含まって、お互い

に連携をして進めてまいっておりますので、

改めて協定書を結ぶまでもなく今までも取

り組んできてるものと考えてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  わかりました。私もいろいろホームペー

ジとか見たんですけども、なかなかその辺

がわからなかったので、その辺そういう意

味ではちょっと私、見つけられなかったい

うのが悪いのかもしれないけれども、なか

なか周知できてないということも考えられ

ると思いますので、せっかくそういうこと

をやっておられるんでしたらぜひいろいろ

な意味で周知していただいて、少しでも防

犯意識の高い町ということをアピールして

いただきたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

  次に３項目め、町内外の既存施策の有効

活用についてということで、現在豊能町で

実施している施策の有効な実施ということ

でございます。町内でせっかく実施してい

るのに有効に活用されていないものがござ

います。例えば豊能町のホームページにイ

ベントカレンダーというのがあって、そこ

をクリックすればこの日にはこんなことが

ありますよというのがわかるようなカレン

ダーがございます。具体的には３月議会で

右近の真菜まつりがイベントカレンダーに

載っていなかったということを指摘させて

もらったんですけども、残念ながらまだ見

ておるんですけれども、今回の高山のイベ

ント、６月２５日のジャガイモ掘り、タマ

ネギ収穫体験祭、これも載っておりません

し、また本町の子育て施策の目玉の一つで

ある育児の日ですね。６月１９日。これに

ついても運動遊びのイベント、またそれに

関連して２４日のふれあいコンサート、こ

ういったイベントについてイベントカレン

ダーに載っておりませんでした。豊能町の

事業をイベントカレンダーにできるだけ掲

載して、多くの町民の方に参加できるよう

にＰＲする必要があると私は思っています。 

  また、塩川町長が言っておられるように、

ＳＮＳで発信する、これもホームページに

掲載がしてあったら各自のスマホでリンク

を張るだけで町内に大幅に拡散することも

できますので、まずはイベントカレンダー

にこれをやっぱり載せるということがまず

大事ではないかなと思っておるんですけど、

このイベントカレンダーに載っている、載

っていない、どんな基準でホームページに

アップされておられるんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 
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○総務部長（内田 敬君） 

  イベントカレンダーの基準はという御質

問でございますけども、基準そのものはご

ざいません。各課の判断でやっているとい

うようなことでございまして、イベントカ

レンダーには豊能町の事業をできるだけ掲

載するということで、各課には我々から担

当課から呼びかけているということでござ

います。さらなる徹底はしていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今、各課の判断でとあったんですけど、

これをやっぱり統一的にすべきだと私は思

います。例えば広報とよの、こういったも

のにいろいろなイベントが書かれておるん

ですけれども、ということはもう既に内容

コンテンツはできてるわけなんですよね。

そうするとこれを活用するだけで別に新た

なものをつくれと言っているわけじゃなく

て、既に活字になっているものがあるわけ

ですから、例えばこれを全て掲載するとか

ということを機械的にやるだけでも、私は

何も考えずにできるのかなと。既に町内に

広報されてるわけですから、当然皆さんに

お伝えすべき情報が入ってるわけですので、

ですので私は一つの提案として、この広報

とよのに掲載されているもの全てを、もう

データがあるわけですから、これをイベン

トカレンダーに載せるということをルール

にされてはどうかと思うんですけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおりでございまして、簡単

にできると私も思っております。広報とよ

のに載っているもの全てかどうか、それは

別にいたしまして、載せるべきもの、お知

らせすべきもの、それについては全部載せ

るようにということは常々通知はしておる

わけでございますけども、さらにそれを徹

底してまいりたいというふうに思っており

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ぜひ徹底していただきたいと思います。

本当に塩川町長がおっしゃっているように

ＳＮＳでの発信については、これがあれば

リンクしたら広がるわけなので、ぜひよろ

しくお願いいたします。 

  次に同じホームページですけど、大切な

お知らせというのがございまして、そこに

既に終了している事業が残っているという

ことが２件ほどあったので、私はメールで

指摘させてもらいましたけれども、大切な

情報が、終わってしまってる情報で埋もれ

てしまうというふうな情報になってしまっ

ている状況もありましたので、ぜひこの辺

についてもきちんとした管理と基準を設け

てほしいと思うんですけれども、それにつ

いてお答えをお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ホームページの新着情報と大切なお知ら

せでございますけども、これは掲載基準が

ございます。豊能町のホームページ管理基

準というものがございまして、新着情報に

つきましては、主に原則としてですけども、

情報を更新する際は新着情報へ載せるとい

うことにしております。それから大切なお

知らせにつきましては、制度または施策な

どの開始・変更・終了に関する情報、それ
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から職員採用に関する情報、パブリックコ

メントの実施に関する情報などというふう

になっております。掲載に当たりましては、

これも各課の判断でございますけども、ど

の項目に上げるかを選択をしてアップをし

ているというものでございます。また、そ

の記事そのものの管理も担当の部署におい

て行っているということでございますけど

も、今後はその基準につきましても、期限

につきましても、改めて徹底してまいりた

いというふうに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ぜひ徹底していただいて、既に終わって

いるものはやっぱりどんどん消していかな

いと情報が埋もれてしまいますので、よろ

しくお願いいたします。 

  次に、豊能町社会福祉協議会や住民など

の活動などのＰＲによる支援をしたらどう

かということについて質問させていただき

ます。 

  例えば今、地域福祉委員さんが実施して

いるふれあいカフェ、こういったものがあ

りまして、これなんか例えば、サクラサロ

ンでしたら第１・第３月曜日の９時半から

１１時半、５カ所でいろいろなふれあいカ

フェというものを実施されておられて、参

加費は１００円、かつお住まいの地域に関

係なくどなたでも参加することができると

いうふうに、非常に参加しやすいものをお

つくりいただいておられます。それとか例

えば住民さんの活動でいうと、毎週水曜日

の開催の水曜ウオークとか２５日開催のに

こにこウオーキング、また地域の公園とか

また保健福祉センター前で実施している体

操なんか、健康寿命を延ばしたりするよう

な活動、また人との交わりとか楽しく暮ら

せるような、こういった活動がたくさん実

施されておるんですけれども、しかし残念

ながら十分な周知がなかなか困難な面もご

ざいまして、そこでもっと町が積極的に周

知していただけたら、周知することによっ

て住民の皆さんの参加を手助けして、ソフ

ト面からもう既にあるものですから、楽し

く健康寿命を延ばすようなまちづくりを実

現するということも可能だと思っておりま

して、今、継続的に実施されている住民さ

んの活動とか、社協さんのこういった活動、

こういったことについて積極的に周知をし

ていかれたらどうかと思うんですけれども

いかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  御質問の、社協とかそれから各種ＮＰＯ

さん、各種団体の方々の活動、これの周知、

ＰＲについて支援したらどうかというよう

なことでございますが、今現在ではそれぞ

れの団体が地域の広報板やそれから各団体

の会議、会報等、あるいはＳＮＳを活用す

るなど、独自に創意工夫され広く周知、そ

れから活動をされていると認識をしておる

ところでございます。 

  それから町におきましても町報のほうの

巻末のほうでいろいろな各種団体、条件は

ございますが掲載をさせていただいたとこ

ろでございますし、基本的には各種団体さ

んがなさることということで認識をしてお

りますので、今後もそれぞれの団体が活動

の方針に照らし合わせて、必要に応じて独

自に周知、ＰＲをされるものと考えてござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 
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  今、掲示板にという話があったんですけ

ども、この掲示板は期限があって、１カ月

で剥がさなければいけないと。例えば今言

ったような活動というのはずっと継続的に

やっておられるので、例えば一つの考え方

として、掲示板の期間限定をこういったも

のについてはなくすというふうな措置とい

うことも考えられるかなと思うんですけれ

どもいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  そのことについては考えてみたいと思い

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ありがとうございます。 

  それと同じく、似たような考え方で、例

えば本庁舎、支所、西公民館、中央公民館、

図書館、福祉センター等々、住民さんが利

用するところに常設的にやっておられる、

今、保健センターなんかではちょっとやっ

ておられるんですけど、やっていただいて

いるんですけれども、そういった住民さん

がやっておられる活動みたいな、要は張る

コーナーを設けることによって、その張る

のは当然住民さん、団体さんがやると。責

任も当然住民団体さんやと。場所だけ、そ

ういうところだけを町が貸すことによって

こういったことが非常にもっと活性化して

いくと思うんですけれども、何かそのよう

なお考えは、積極的に進められるお考えに

ついてないかどうかについてお伺いいたし

ます。 

（発言する者あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  公共施設の施設の中の掲示板というお話

ですね。それにつきましては施設の長が管

理をしておるわけでございますけども、一

般的にそういう民間の活動についてお知ら

せをするということはしておりませんので、

今後の判断必要かというふうに思いますけ

ども、営利の目的がないとか、政治の目的

がないとか、宗教でないとかいうことがあ

れば可能なのかなと思いますけども、主に

は公共のお知らせをしているというような

掲示板でございましょうから、民間のお知

らせをすることができるのかどうか判断が

必要かなというふうには思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ぜひ、別に公共の場は場ですけれども、

そこの責任についてはそれぞれということ

で、ぜひ検討していただけたらと思います。 

  次に町外の施策の活用による豊能町施策

の充実についてということで、本町は高齢

化も進んで、今後さらに遺言書の作成とか

遺産相続の相談、成年後見制度に関するこ

となど、相続などについて、こういった相

談ニーズですね、これは確実に高まってい

くと思います。そこで行政書士さんのとこ

ろで無料相談会というのはやっておられて、

これ豊能地区の行政書士会というのがある

んですけども、その中で残念ながら豊能町

だけが活用されておられないので、ぜひ活

用していただいて、相談施策の充実を図っ

ていただきたいと思いますけれどもいかが

でしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 
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  この件については田中議員から以前も御

質問を頂戴したところでございます。以前

も申し上げたとおり、現在、本町では無料

法律相談、弁護士さんの相談ですけども、

これをやっておりまして、その枠がまだあ

いておるので、行政書士さんの相談は考え

ていませんというようなことを御答弁申し

上げました。 

  現在の状況でございますけども、平成３

０年度実績で申し上げますと、１カ月２回

やっておりまして、１回当たり６人の枠が

ありますので、年間１４４枠、相談の枠が

ございます。去年はただ台風で１回中止し

ておりますので１３８枠やったんですが、

相談の件数は９９件ということで、あきが

３９枠ございました。７割しか利用されて

いないというような状況でございます。ま

た、弁護士さんの相談でございますので行

政書士さんよりははるかに広い範囲で相談

をお受けできるというようなことでござい

まして、住民の方からも行政書士の相談を

受けたいというような要望は今のところ聞

いていないわけでございます。今、議員が

おっしゃいました相続のことでございます

とか、いろいろな離婚の問題とか、いろい

ろな問題がございますけども、これ私が調

べたところによりますと、相続の相談では

遺言書の原稿とか遺産の分割協議書、この

作成は行政書士さんもできるわけでござい

ますけども、その中身ですね、遺産分割協

議書の中身、これについては弁護士さんし

か相談できないということでございますと

か、示談の交渉に当たりましても示談書そ

のものをつくることは行政書士の方もでき

るんですけども、その示談の中身の相談と

か、相手方との交渉、これは弁護士さんし

かできないとか、あと借金の問題につきま

しても、借金は大体紛争がありますので、

紛争事は行政書士さんは相談さえ受けられ

ないということで、借金の問題は弁護士さ

んに相談することになってしまうとか、あ

と、離婚の問題につきましても離婚の協議

書の作成、文書の作成そのものは行政書士

さんもできるわけでございますけども、離

婚に至るまでの法律の相談、これは弁護士

さんしか受けられないとか、いろいろ弁護

士さんと行政書士さんではその範疇が違う

というようなことから、我々は今のところ

無料法律相談で弁護士さんの相談を設ける

ということで、枠も十分開いているという

ことから、今のところ行政書士さんの相談

会は考えていないというような状況でござ

います。状況を見て考えたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  状況を見て考えたいということで、ニー

ズもふえておられますし、うち、なぜか豊

能町だけがないというのもどうかなという

こともありますので、ぜひ無料ということ

もあるので、多くの方が相談できる機会も

設けるという意味もあるので、ぜひ前向き

に検討していただきたいと思います。 

  次に、４項目めいきます。 

  幼児教育や保育の無償化を見据えた対策

についてということで、御存じのように改

正子ども・子育て支援法によりまして１０

月から幼稚園・保育所の無償化が実施され

ます。本町においてはまだ教育長は決まっ

てはおりませんけれども、１０月から実施

ということなので、早急にこれらについて

検討することが必要ではないかと思ってい

ます。これらというのは、幼稚園・保育所

無償化となれば当然うちの保育所・幼稚園

を選んでもらえるようなことをやっぱり考

えていかなければいけないのかなと。です

から例えばほかのところに流れていってし

まうとか、もしくはこれを機会に引っ越し
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なんていうことがあってはならないと思う

んですけれども、ですので幼稚園・保育所

を選んでもらうための対策、これについて

何かお考えかについてお伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  お答えします。 

  ４月に参議院、５月に衆議院では、１０

月から幼稚園、保育所、認定こども園を利

用する３歳から５歳の全ての子どもに対し

て保育料を無償化とする法案が通っており

ます。しかしながら国基準では保育料は無

償化となりますが、制服代や通園送迎費、

食材料費、行事費等は無償化の対象外とな

っており、なかなか私学を選択される方は

少ないと思ってはおります。 

  一方、豊能町の場合は、誕生後から生後

４カ月まで８回程度の乳児家庭訪問を実施

しており、就園前のときからすきっぷの職

員や保健師が全家庭を把握しております。

さらに保幼小中の連携を図っており、段差

なく次の段階に進んでいける体制を整えて

おります。今後もこのようなソフト面のす

ばらしさをもっと発信していきたいという

ふうに考えておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  なかなか人口も減っているということも

現象としてありますので、もっとＰＲです

ね、それを言われたようにきちっとやって

いただいて、これを機会に豊能町から違う

とこに行ってしまわないようなことをぜひ

お願いしたいと思います。 

  それともう一つは、本町は自然に恵まれ

ているということもありまして、例えば今

ボランティアの方が整備されているとんぼ

池とか、あとは本町が毎年実施しているア

ユつかみとか、また農業体験とか東地区の

乗馬クラブ、こういったこともあります。

これらのことをもっとうまく連携して活用

していけば、先ほど言われたことプラスア

ルファで魅力ある幼稚園・保育所になると

思いますけれども、これらのことについて

の検討についてお伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  お答えします。 

  それぞれの保育所、幼稚園、こども園で

は統一された教育保育課程から独自のカリ

キュラムを組んで年間計画を立てておりま

す。議員から御提案いただいたことなんで

すけども、そのような活動が教育保育課程

の中でどういった関連性を持つのか、また

幼児等の安全性の確保はどうなのか等の観

点から、なかなか危ないものもありますの

で今のところ考えてはおりません。農業体

験なんかは一部やっておりますけども、と

んぼ池に行くとか乗馬体験等安全面、教育

課程との連携ということから考えておらな

いところでございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  乗馬まではいかなくても、例えばお馬さ

んを見るとか、触らせてもらうとか、そん

なことをやっぱり考えられるのかなと思い

ますので、ぜひ今ある豊能町のこういった

資源を活用して、魅力あるものにしていく

ということはやっぱりこれは考えていくべ

きだと思いますんで、その辺は当然、安全

面もありますけれども、それも配慮しなが

ら、せっかくあるものについては考えてい
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ただきたいなと思います。 

  とんぼ池なんかについてはボランティア

の方がやられて、たしか昨年は中学校の方

が、町が募集して見学されたようなことも

あったかと思いますけれども、ぜひそれを

連動していていただきたい。特に、例えば

このボランティア活動でやっておられるん

ですけれども、例えばある例を言うと、こ

ういうことをやっているけれども、みずか

らが保険に入って自分の保険代を払いなが

らボランティアをやってるみたいな形にな

ってしまって、結局無償どころか持ち出し

でボランティアをやっているような、そん

な状況のところもあろうかと聞いておりま

す。ですので、ただ一方で豊能町としても

一緒に、去年なんかはとんぼ池さんと一緒

にコラボをやられたということもあるので、

ぜひそういったところと、町の教育として

活用させてもらいながら、かつそれについ

ては例えば活動の保険代程度はお支払いす

るみたいなことができれば、その活動なん

かもどんどんこれから発展していくと思い

ますし、また仮にそのときに保護者の方が

いらっしゃった場合に、保護者の方もその

ボランティアに参加してみようかと思った

りすると、またその活動も広がっていくと

思いますので、それでｗｉｎ・ｗｉｎでど

んどん自然を生かした活動もふえ、かつ教

育環境も整うということがどんどん進んで

いくということも、要は好循環につながる

と思うんですけれども、こういった考え方

について何かお考えしていただきたいと思

うんですけれどもいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  幼児教育・保育の面から、今言われてお

るボランティアで活動しておられる方のさ

まざまな内容について補助していくという

ことなんですけども、ほかには学校開放に

おいて野球の指導員やサッカーの指導をさ

れている方もチームで保険料等をかけてお

られると思います。それぞれのバランスも

考えることも必要であると思っております

ので、全て教育委員会で支援することはど

うかなということを思っておりますので、

現在のところ考えておらないということで

よろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  現在のところ考えておらないと、僕、ご

めんなさい、言葉足らずであれやったんで

すけど、別にこの件について保育所、幼稚

園に限ったという話ではなくて、小学校、

中学校の教育も含めてということですので、

ぜひその辺はやっぱり考えていただいて、

それぞれの活動が好循環にいくように、こ

れについては考えていただきたいと思いま

すので、それについて町長どうでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  非常に幅広くなりますけれども、やっぱ

り地域が一緒になってやるというのは非常

に重要で、それはしっかりとＰＲをし、そ

してボランティアの方々がやっていただけ

る、そして教育委員会のほうも安全面も含

めて検証ができれば積極的に展開していき

たいというふうに思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ぜひよろしくお願いします。 

  あと次に５項目めの農業の存続策につい

てということで、高齢化とか跡継ぎ不足の
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問題で豊能町内の農業の存続が危ぶまれて

いると思います。農家の方は高齢化等によ

って農作業を行うことができなくなってい

ることも大きな要因と思います。町内外の

農業に興味のある方などが農作業を助ける

ような仕組み、農家を助けると同時に農業

に興味のある方にとっては実地で農業を学

べるような、ですから手伝ってほしい農家

と手伝ってもいいよという方を結びつける

ような、そういったプラットホームをつく

ることによって農家の方も助かる。またそ

れで活動していく中でその方を見ていって、

この方なら後を継いでほしいなという方も

出てくる可能性もあると思うので、ぜひそ

の農家の方と農家支援者のプラットホーム

みたいなことを町がつくることによって、

最終的にその農業を存続させるということ

が少しでも助けになるんじゃないかと思う

んですけれども、それについてどうかとい

うことについてお伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  本町の農業を持続可能に続けていこうと

する場合には、やっぱり担い手を育成して

農地をその担い手に集約していくというこ

とが必要やというふうに考えています。本

町においては担い手の育成を目的にとよの

就農支援塾を実施し、過去２年間で計１３

名が修了し今年度も１１名の方が受講され

ているという状況であります。これまでの

受講者もサポーターという形で参加し、約

２０名が農業について学んでおります。こ

の取り組みを継続していくということが大

切やというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ぜひそのプラットホームみたいなことに

ついても今後検討していただきたいと思い

ますけども、塩川町長、どうでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員おっしゃるように、そのプラットホ

ーム、一番重要なのはその方々とのマッチ

ングをどうやってつくっていくかというこ

とですので、前向きに検討させていただき

たいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  よろしくお願いいたします。 

  次に６項目めの人口増加策についてです。 

  北大阪急行が残念ながら３年延期となり

ました。３年延期となった分、当面リレー

便ですね。これの時刻表を豊能町の乗り継

ぎに合うように利便性を高めるというのが

大事かなと思っております。私もちょっと

責任の一端はあろうかと思っているんです

けれども、時刻表がなかなか能勢の電車と

合ってない面がありまして、要は電車をお

りたらバスが出ていってしまうみたいな、

そんなこともございまして、ぜひこの利便

性を高めるために時刻表をもう一度、能勢

電と乗り合うように見直してほしいなと。

というのはやはり乗りたいという潜在需要

はいっぱいあります、聞いておりますと。

それとここの乗降客がふえなかったら、こ

れから延伸にひっつけるときに支障なんか

も、支障というか、よりお金を出さなけれ

ばいけないとか、そんなことにもなるかも

しれないので、ぜひ今のうちからここの乗

降客をふやすという意味合い、利便性を高
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めるという意味合いからも、ぜひこの時刻

表について再度電車との接続について見直

しをしていただきたいと思うんですけれど

も、塩川町長いかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、御不便をかけているということです。

リレー便に関しては能勢電とのもので、３

０分と１０分間隔というところですので、

どういうふうに知らしめるかということで、

見直すべきところは見直していきたいと思

います。あわせてリレー便に乗りましょう

と、まだまだ活用が非常に少ないので、そ

れを同時に啓蒙をしていきたいというよう

に思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ありがとうございます。 

  ぜひ、せっかくあるものですので、皆さ

ん乗りやすいような形にしていただけたほ

うがいいかと思いますので、ぜひ御検討の

ほうよろしくお願いします。 

  冒頭にも言いましたけれども、あるもの

をやっぱり活用していくことによって大き

くまちづくりということは進んでいくと思

いますので、ぜひこういった視点で今ある

ものを有効に活用していただいて、まちづ

くりを推し進めていただきたいと思います

ので、最後に、これからもすばらしいまち

づくりをしていただくことを町長にお願い

いたしまして一般質問とさせていただきま

す。ありがとうございました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で田中龍一議員の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

３時といたします。 

（午後０時０６分 休憩） 

（午後１時００分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  こんにちは。日本共産党の高尾靖子でご

ざいます。 

  午後からの質問でございますが、皆様方

には、理事者の方々にはぜひともわかりや

すく簡潔に御答弁いただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  順次、報告してあるとおりに質問させて

いただきます。 

  ３月定例会議で質問してまいりました、

町長の教育改革、教育日本一、教師力につ

いて、ハード面・ソフト面については町部

局と教育委員会で検討すると答弁されてこ

られましたけれども、その後の経過はどう

なっているのかお尋ねいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  教育委員会としましては、現在あります

平成３０年２月２１日に改定された教育大

綱を最も尊重していかなければならないと

いうふうには考えておりますが、しかし町

長の所信表明とは教育大綱は異なっておる

ところでございます。そのようなことで経

過はどうかということなんですけども、教

育長は現在不在でございますので、教育長

が決まりましたら総合教育会議等の場にお

きまして今後の本町の教育について議論し

ていきたいというふうに考えているところ

でございます。よろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ハード面・ソフト面については、教育長

が決まり次第、検討を一緒にされるという

ことでよろしいんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  今の再度の御質問ですけども、教育委員

会としましては、今、教育長が不在ですけ

ども、粛々と業務のほうは進めておるとこ

ろでございます。大きな核につきましては

教育長が決まりましたら相談しまして、総

合教育会議等に諮り、進めていきたいとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これまでの教育大綱と塩川町長のお考え

になることが異なってるということでござ

いますけれども、そのことについてはどの

ように論議されていくのか、その点につい

てはお聞きしたいと思いますが。塩川町長。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  経過も含めて今現在、教育長が就任をさ

れておられませんので、実は進められてお

りません。将来を担う子どもの教育につい

ては停滞なく継続していかなければなりま

せん。今、教育委員会のほうでは、大きな

基本のものは別として、審議を必要なもの

についてはしっかりと進めていただいてお

ります。教育の中身については中立性、そ

して継続性、安定性と住民の意向反映とい

うのが求められておりますので、教育委員

長が御就任をされればそのものとして進め

られると存じております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  この考え方の違いについては、塩川町長

の考えておられることを推し進めていくと

いうことでの進め方になるんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私、首長としての権限、これにつきまし

ては財政面それから制度面というところで

ございまして、そこの部分に関して私の考

え方をしっかり教育長そして教育委員会の

方にも示して、現状打開のためにどうして

いくのかを議論をしていただきたいという

ように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  東・西両地域に小中一貫校を示されてい

るわけですけれども、教育の公平性が求め

られるもとで、現状の学校存続を求めるん

ですけれども、そのことにつきまして私い

ろいろと勉強をしたところ、全国のＰＴＡ

協議会が、親が子どもにつけてほしい力と

いうことでアンケート調査したら、みずか

ら考える力、他人を思いやる力、基礎的な

知識や技能がベスト３であります。子ども

にとっては学校は安心して学べる環境でな

ければならない。学校統廃合ありきではな

く、憲法と条理に基づく教育を進めること

が大切です。教職員、保護者、住民と力を

合わせ、子どもの成長・発達を保障する教

育、学校づくりが求められるわけです。今

後、説明や懇談の計画を考えておられるの

か、この点、今、申し上げました関係者に
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はしっかりと説明して進めていくというこ

とを考えておられるのかお聞きしたいと思

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  現在、各学校園所においては保護者代表

や地域の代表の方々に委員となっていただ

きまして、学校園所協議会というものを組

織し、年間三、四回程度それぞれの学校園

所の取り組みについて協議し、工夫改善を

行っております。こういうことが保護者の

住民と力を合わせ子どもの成長ということ

になるかと思うんですが、今後もそうした

取り組みを発展させ、保護者や地域の皆さ

んが学校運営に積極的にかかわることので

きるシステムづくりを推進していきたいと

いうふうに考えております。 

  また、さらに発展しまして、午前中の一

般質問でもお答えしたんですけれども、具

体的には現在設置が努力義務となっており

ますコミュニティスクール、学校運営協議

会の設置を推進し、さらに保護者・地域の

皆さんと連携を図っていきたいというふう

に考えておるところです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今、細かくおっしゃったんですけど、そ

のところはやはり新しく考える方向で進め

るいうことですので、私は現在、そう急ぐ

ことはないと従来言ってきましたので、慌

てて小中一貫教育を進めるいうことは言い

ませんけれども、しかし学校協議会では、

児童が少ないからこそ生かせる、また、豊

かな自然に囲まれた地域だからはぐくめる、

そういったことを協議会でも話しされてお

られます。 

  人数が少ない中で、縦のつながりでそれ

をカバーし、全員が兄弟関係のような環境

で過ごせたのは小学校であると。地域の

方々の協力もあり、通学時に見守っていた

だけたこと、田畑での活動を教えていただ

けたことなど、いろいろな地域のことでの

かかわりをもって、本当に親身にいい教育

環境がつくれたということをすごく評価さ

れているわけなんですけれども、こうした

学校運営を今後も生かして教育活動を進め

てもらいたいと私は思っているんですけど

も、そのことには全く変わりがない思いを

持っておられると思うんですけど、それは

どうですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  学校、将来を担う子どもさんに対して地

域とそして学校と家庭教育、この中で育む

というのは、高尾議員がおっしゃるとおり

でございまして、やはり地域の活力も含め

て、そして学校力というところも含めて、

これからしっかりと拡大をしながら活性化、

そして担う子どもについて真剣に、もちろ

ん今までもそうですけれども、議論をして

いただきたいというように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これまで地域への説明会も一部開かれて

きて、このようになっていくんだないうこ

とを皆さん一応心におさめておられる方も

多いと思うんですけれども、今、塩川町長

になられてからの違いをまた改めて聞くい

うことになると思うんですね。説明会をし

っかりともって納得のいく説明がされるか

どうかいうのが心配なんですけれども、そ

このところの矛盾点が住民の皆さんにはし
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っかりと話ができる、また子どもたちに迷

惑のかからないような学校運営ができるよ

うな方向で、しっかりと先生方、住民の皆

さん、保護者、力を合わせてやっていける

ような体制をとっていただきたいと。今、

検討中ということですので、教育長が決ま

らなければまだ詳細なことはまだ言えない

ということでございますので、これ以上は

言いませんけれども、その点はしっかり守

っていただいて進めてもらいたいと思いま

す。これは小中一貫教育ありきではなく、

改めてしっかりと違い、メリット・デメリ

ットがしっかりとわかるように進めるとい

うか、話し合ってもらいたいと思います。 

  以上で教育、一貫教育のほうは終わりま

すが、次に、町長はタウンミーティングを

計画しておられるということでございます

が、時期とテーマについてはどのような計

画を持っておられるのかお聞きいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  済みません。事務方からお答えをいたし

ます。 

  開催時期でございますけども、６月下旬

から７月、８月を想定しております。現在、

自治会ごとに調整中でございます。 

  それからテーマでございますけども、現

在はまだ決めておりませんけども、これも

各自治会に御希望のテーマがあればそれを

提案していただくということにしておりま

して、自治会の御希望を聞きながらテーマ

を決めていくというつもりでございます。 

  今回の町政懇談会、タウンミーティング

を町政懇談会と呼んでおりますが、それに

つきましてはそのテーマに沿ったお話とか、

それから町の財政状況、今後のまちづくり

の考え方、これらにつきまして町長みずか

らが皆様に説明をするということで、それ

に対しまして住民の皆さんから町政に対す

る御意見をいただく場ということにする予

定でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  テーマはいろいろになるんだと思います

けれども、それぞれの地域の要望とか町の

中身、どういうふうになってるのか動きを

お聞きされたいという自治会もあると思い

ますし、その点で教育長が決まる、それか

ら副町長が決まる、その中で６月下旬から

７月、８月にかけて自治会でタウンミーテ

ィングをされるということですけれども、

この点については全く問題なくしていける

のかどうかちょっと不安ですけれども、お

聞きいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  不安というよりも、私は楽しみにしてお

りまして、それぞれ自治会、そのほかの

方々とお話をすると、やっぱり皆で話し合

って前に進めたいねというお言葉をたくさ

んいただいてます。町の現状なども皆さん

よくおわかりでございまして、ただ、地域

の課題というものについてはしっかりと議

論させてねということで、方法については

今、自治会の意向等お伺いをしております。

内容に関してはこれから詰めさせていただ

きますけれども、未来あるまちづくり、こ

れに向けて皆さんに御意見を頂戴したいと

いうように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  前回は教育のことが出てたんですけれど
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も、教育関係の方、一人も出ておられなか

ったので、そういう点では皆さんがいろい

ろなテーマに沿ったことに対応できるよう

な体制で対応されるのかどうか、その点お

聞きします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、行政連絡会で自治会のほうに投げか

けさせていただいてますのは、まず地域の

基盤として自治会があると。自治会の方に

呼びかけますと役員の方々とかそしてその

自治会に関係する方々というか、そういう

方々が前回お集まりだったと。そのところ

で保護者の方でありますとか、そして若い

方々も参加されていないというように、年

代別の差があります。そこの点は十分注意

をさせていただいて、自治会をまずベース

にさせていただいた後、それぞれのオープ

ンにできる場であるとか、それからいわゆ

る年代別でありますとか、そういう部分も

その御意向を踏まえながら、状況を見なが

らしっかりとまちづくりに対して議論がで

きるような場に進めてまいりたいというふ

うに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  まちづくりについてのタウンミーティン

グだと思いますので、その点充実したミー

ティングが開かれるように願っております。 

  次に行きます。 

  国民健康保険料の府下統一化に反対を求

めてきたんですけれども、国保の都道府県

化で連続値上げの仕掛けがつくられている

と思っています。国保の運営責任を市町村

から都道府県化に移し、２０１８年度から

国保財政の安定化の名で、市町村の国保料

軽減のため独自に行ってきた公費繰入、法

定外繰入のことですが、これを除いた標準

保険料に国民健康保険料を合わせるよう狙

っているわけです。さらに国が保険料の収

納率向上や医療費を削減したところに交付

金を出して競わせるというようなものにな

っております。地方自治の原則を尊重し、

市町村が主体となった運営にすべきだと思

っております。負担増の統一保険料に反対

なんですけれども、町長はこの状況をどの

ようにお考えなのかお聞きいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  町長にということでございますが、事務

方のほうからまず前段お話しさせていただ

きたいと思います。 

  法定外繰入を除いた標準保険料にしてい

くということに反対だということがお一つ

だと思います。その点だけで申し上げます

と、確かに議員がおっしゃいましたように、

平成３０年度から国民健康保険が都道府県

化されました。それまでは各市町村が大な

り小なり、大きな保険者もありますし豊能

町のような小さな保険者もございます。そ

れからそれぞれ、その市町村がそれぞれの

保険者となっておりますので、それぞれの

財政基盤ですね。財政基盤が豊かな市町村

は、先ほどおっしゃいました法定繰入を一

般財源により国保に繰り入れて保険料を軽

減化してきたといいますか、安く抑えてき

たという歴史がございますが、豊能町の場

合はその法定外繰入を以前からしてござい

ませんので、法定外繰入を今までもしてい

ない、今後は大阪府の健康保険の運営方針

によりますと法定外一般会計繰入は受益と

負担の公平性の観点より、本来保険料を財

源とするべきものであり、計画的に解消す
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べきということで、先ほども申し上げまし

た、本町については以前より法定外繰入を

してございませんので、保険料を減額する

ために一般会計より繰入を行わないことと

いう大阪府の示しているところでございま

すし、本町は今までもしてませんというよ

うなことでございますし、府下統一になっ

たから負担増になったということが言える

のか言えないのか。単独であった場合はど

うだったのかということになりますが、２

０２５年問題、団塊の世代が６５歳を迎え

る２０２５年、こうなりますと後期高齢に

入りますので、そちらの保険者のほうにな

りますので、国保から離れていくというこ

となんですが、その一歩手前ですね。２０

２３年とか２０２４年、これは国保の加入

者ということになりますので、そこに豊能

町の高齢者の方々が山のようにできてくる

と。そのときに町単独の保険者としてもつ

のかもたないのかということが今までも危

惧されておりました。ですので、何が申し

上げたいかといいますと、本町のように国

保財政に今後不安のある小規模保険者にと

っては、この府下統一の保険というのは願

ってもないことだということも御理解をい

ただきたいと存じますし、そもそも法定外

繰入を引き続き国保に繰り入れることとい

うことは、やはりオール大阪で大阪府内に

お住まいで同じ世帯構造で同じ所得の世帯

であれば同じ保険料ということからすると、

法定外繰入を引き続き国保に繰り入れる市

町村を認めろということにはなかなかなじ

むものではないものと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  豊能町は繰り入れをしてきてないという

ことでございますけれども、都道府県化で

は公費繰入の削減、廃止、国保料の連続大

幅値上げへの圧力になっているんです。高

齢の世帯、シングルマザーや非正規で働く

方は、こうした国保料、高過ぎる国保料に

本当に悲鳴の声を上げています。高過ぎる

国保料で本町は１７年度決算で、前回も言

いましたけれども、滞納額が４３０万円。

２０１９年度はことしに入って１００通の

督促状と４件の資格証を発行していると聞

いております。消費税増税になれば負担が

増大して滞納額もふえる可能性があるんで

はないでしょうか。全国の知事会、市長会、

また町村会は国が補助を出して国保料を下

げてほしいと２０１４年からずっと意見書

を出し続けているんです。国は軍事費をふ

やし、５兆円を超えました。１機１１６億

円する戦闘機、Ｆ３５Ａを１０５機も追加

購入を決めています。これはここには関係

ないと思われますけれども、大変です。１

機分で4,０００人分の保育所建設費が確保

できる。また、特別養護老人ホームでは９

００人分が入れる。そういうことが１機分

でできるわけです。また、4,０００教室に

エアコンを設置することが可能なこの１機

１１６億円、こうした戦闘機、今、必要で

しょうか。町村長会でこのことはいろいろ

と話し合われていると思うんですけれども、

公費投入で均等割をなくすよう要望してい

るわけですね。１兆円の公費投入で均等割、

平等割をなくして協会けんぽ並みに引き下

げることが可能だと私どもは思っておりま

す。全国知事会が求めている１兆円。こう

した保険料を引き下げるために求めている

んですけれども、町長は町村長会でこのよ

うなことはおっしゃっているのかどうか。

また、参加されたことは、まだ、今、ない

のかどうかわかりませんけれども、そのと

ころでこうした保険料が高いからいうこと

で、従来自治体が言っていることについて、
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町長はどのようにお考えですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  今の議員の御質問、その点につきまして

は、やはり我々、一自治体の国保を担う者

からにしても、やはりいろいろな加入者の

方はおられますので、できるだけ適正な保

険料ということはさせていただくというよ

うなことは間違いのないところだと思って

おりますので、大阪府全体といたしまして

も、今後、高齢化の進行に伴って医療費の

増大それから被保険者の減少の傾向、これ

が避けられないものと、それから今、議員

もおっしゃいましたように、国保の中には

いろいろな世帯の方々もおられます。こう

いった状況下でやはり保険料の急上昇とい

うのは避けていくべきだというのは考え方

は持ってございます。そういう意味からい

たしましても、今おっしゃいましたように

全国の知事会、市長会、町村長会、連名で

国のほうに要望させていただいているのと

別に、大阪府の町村長会、この中で国保の

制度のやはり改善をしていってほしいとこ

ろについては、毎年大阪府を通じて大阪府

にも要望しておりますし、大阪府を通じて

国にも要望してまいりますし、今後ともそ

ういうふうなことはさせていただきたいと

考えてございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  残念ながら、町村会、参加をさせていた

だきました。まだ１回でございます。その

中ではこの国保に関してのお話はございま

せんでした。ただ過去の資料も含めて２７

年、２８年、要望させていただいているこ

と、ここのベースはやはり急激な保険料が

変わるものに対して、やはり国としての財

政的な面、そういうものをしっかりと要望

してるということですので、その内容につ

きまして私も賛同させていただきますし、

今後そういう議論がありましたら積極的に

町の意向を伝えてまいりたいというように

存じます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  済みません。一つ訂正をさせていただき

ます。 

  先ほど私の発言の中で２０２５年問題と

いうことで、団塊の世代が６５歳になるの

が２０２５年ということを申し上げたよう

でございますが、７５歳ということでござ

いますので、一つ訂正方よろしくお願いい

たします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  町長も賛同するということをおっしゃっ

ておりますので、こういう生活、また医療

を守る問題ですので、その点、ぜひとも自

治体の長として防波堤となって頑張ってい

ただきたいと思います。 

  次に行きます。 

  保育所の民営化問題なんですけども、政

府は公共施設等総合管理計画によって公共

施設の統廃合を迫り、小中学校の統廃合問

題しかり、保育の行政責任を縮小したり保

育所・幼稚園の民営化を推進しています。

子育て支援の財源を消費税で確保し、無償

化を図ろうとしています。町長は政府の計

画に沿って所信表明で保育所・幼稚園の民

営化を示しましたが、本町ではこれまで企

業誘致などに取り組んできましたが成立は
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ありません。安全・安心な保育の最低基準

を掘り崩しかねない悪質な施設や、前ぶれ

もなく撤退した保育所・幼稚園の報道が先

ほどありましたが、あってはならないこと

です。消費税頼みの保育では、充実が求め

られたならば再度の増税の問題があります。

負担がふえるわけです。保育事故は認可外

のほうが起こっています。施設をチェック

できる保証はなく、安心・安全の保育を求

める親の願いに反することになります。堅

実な現状維持で公的責任を後退させず、保

育士の処遇改善が求められるわけですが、

民営化の撤回を求めます。町長はその考え

はありませんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  教育委員会としまして、今、本町ではゼ

ロ歳児から乳児家庭の全戸訪問を実施し、

公立の保育所・幼稚園・こども園との連携

を図りながら、小中学校への段差のない連

携体制を整えておるところでございます。

教育大綱では西地区にも認定こども園を整

備することとなっておりますが、町長の所

信表明と平成２０年度の保育所・幼稚園の

今後のあり方検討委員会の提言もあります。

それもあるんですけども、今後は保育面、

財政面をもう一度精査しまして、住民の皆

様にもお示しすることが必要であると考え

ておりますので、西地区にも認定こども園

を設置するに当たりまして、民営か直営か

を含めまして設置について検討していきた

いというふうには考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  民営化につきまして申し上げました。今

現在の保育に関しては社会情勢の変化によ

って保育ニーズの増加でありますとか多様

化、これが課題となっております。保育所

の民営化は民間活力の積極的な活用で、よ

り迅速で柔軟な保育サービスの提供である

ということで、そこに国及び府、財政補助

を受けることで新たな財源を確保ができる

という私たちの魅力もございます。今現状

として平成３０年の４月の段階ですけれど

も、内閣府の発表によりますと、今現在保

育園の部分でいきますと８４％が私立、も

うどんどんと急激にふえております。劣悪

なという部分に関しては厚生労働省も認可

保育所と認可外の保育所、これについてし

っかりと設置基準を設けられて、劣悪な保

育所を排除するというような形になってま

す。ですから子どもさんへの劣悪な環境、

そして財政基盤的にもしっかりとしたとこ

ろが行きついているということになります。

先ほどもありました８４％の中で、一番は

やはり子どもさんというか保護者の方々が

評価をするところが私立の保育園のところ

に集中しているということも事実で、これ

だけの数がふえてきている。ですから保育

のニーズと皆さんが求められる保育園のあ

り方、これが今の情勢でニーズとしてそし

て今の現状になってると存じております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今、豊能町の幼稚園・保育所、皆さんが

すごく頑張っていただいて評判もよろしい

し、全く問題はありません。ですから私立

がいいということでおっしゃっております

けれども、豊能町は豊能町として本当にこ

の町政以前から保育所があったわけですけ

れども、何の問題もなく本当に地道にやっ

てきていただきました。私の子どももみん

な幼稚園もお世話になってきたんですけれ
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ども、そういうことでの問題一切ありませ

んので、消費税に頼るいうことが私は問題

だと思っているんです。その以前に結局は

自治体が頑張っている保育所・幼稚園を潰

していくということを考えてるわけですね、

消費税によって。公立の保育所にはあげま

せんよと、これ書いてありますね。公立の

保育所には１００％自治体が負担する、そ

ういうことでの統廃合、民営化を加速させ

ていくいう考えなんですね。今、豊能町は

全くそういう問題も何もないのに、消費税

に頼って民営化にするいうことでは、問題

がそれ一つと、人口増でないと民営化いう

てもなかなか来てくれない、業者が来てく

れないんじゃないですか。そういう問題は

大きいと思います。無償化いえどもこうい

う問題でそうそう利益を追求する民営化の

業者、豊能町に来てくれるかどうかいう問

題は今までにもいろいろと企業的な誘致行

ってきた中で問題、豊能町はなかなか来て

もらえないなというのがあるわけですけれ

ども、そういう中で進めていくいうことを

ずっと考えておられるわけですね。まちづ

くりをまずしていくいうわけではなく。そ

の点ちょっと。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員が御心配の懸念というのはたくさん

ございます。過去からも認定こども園に関

して民間の活力ということで社会福祉法人、

それから学校法人にお声をかけたと、その

段階ではなかったということを聞いており

ますけれども、今、補助金も含めて社会情

勢は大きく変化しておりますので、まだ私

としてそういうところにお声はかけており

ません。これに関しても私ではなくて新教

育長がそういう部分も含めて可能性を探っ

ていただかないといけませんので、新教育

長と連携をとって検討していきたいという

ように思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  教育長が決まらないと何も進まないとい

うようなお話でございます、先ほどから。

そういうことでは万事、皆さんがそろった

中で進めるいうことが一番だと思います。

しかし、人口増のまちづくりをしないもと

で保育所・幼稚園の民営化を推進するいう

ことは大変危険なことだと思います。少子

高齢化が進んでいるもとで利益を追求する

事業者は来ないということを先ほども言い

ましたけれども、突然撤退をいう事態も生

じかねない、そんな事態は絶対あってはな

りませんから、見直しをすべきということ

を再度言いまして、教育長いろいろとこれ

から民営化か、公立、このままいくかとい

うことを検討されるということでよろしい

ですか。再度。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  そのとおりでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  では、その点、十分話し合っていただき

たいと思います。 

  次に、災害防災についてでございます。 

  梅雨に向けて雨が大雨になるかどうかわ

かりませんが、去年の台風２１号などでは

大雨で大変災害が多くありました。私は最

近、光風台をちょっと山手のほうをウォッ

チングしまして、光風台５・６丁目の山手

ののり面などが崩れている、大規模ではあ



 2－48 

りませんけれども、小規模・中規模的な、

これから大雨が降ればちょっと危険になり

そうなところが３カ所ほどありました。こ

れは早期に改善が求められるわけですけれ

ども、担当課のほうには地図でお知らせ済

みでございますけれども、防災マップなど

でもレッドゾーンとかイエローゾーンとか

いう格好でありますので、その点早期にこ

ういう改善をしていただきたいというふう

に思うわけですけれども、その点の御答弁

をいただきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  御指摘の箇所につきましては光風台５・

６丁目の緑地に該当します。去る５月の２

２日の日に現地確認をさせていただきまし

た。被災している箇所は緑地のり面の中腹

など表層の一部が崩落しているような状況

です。のり面の勾配につきましてもおおむ

ね１対1.５という安定した勾配になってお

りますので、今すぐ崩れるというようなこ

とはないというふうには思っています。引

き続き経過観察をしていきたいというふう

に思います。 

  また、土砂が道路上に落ちないように、

安全対策として、今後、ブロック積みの天

端に板柵等を設置することを検討していき

ます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  災害は起こってからではもう遅いわけで

すね。皆さんが被害に遭われる前にそうい

う対策をとっていただくいうことが大事だ

と思いますので、その点十分お願いしたい

と思います。 

  次に行きます。 

  これは１２月議会からお願いして、お願

いいうか訴えてきたことですけれども、虚

弱者老人への入浴サービス、豊寿荘の入浴

サービスがなくなるいうことを残念に思っ

ておられる方が大勢おられます。高齢化で

ひとり暮らしの方がふえる中で、一人で入

浴することに不安を感じているという声を

多く、私、聞いているんです。町は虚弱老

人の方の安全対策として入浴サービスを検

討すると答弁されてきましたけれども、そ

の検討の結果、先ほども出ておりましたけ

れども、改めてお聞きしたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  この件に関しましては、以前より高尾議

員のほうから御質問をいただいておるとこ

ろでございますが、先ほどの管野議員のと

ころでもお答えさせていただきました。豊

寿荘の入浴サービスがなくなることにより

ます措置といたしましては、身体的に虚弱

な方で自宅においてお一人で入浴すること

が不安な方については、介護予防の観点か

ら不安を解消するような事業を検討中とい

うことで申し上げてまいりました。その点

を踏まえましてお答えさせていただきます

と、今、検討しておりますのは民間の社会

資源、例えば福祉サービス系の施設で、在

宅高齢者で自宅においてお一人で入浴する

のが不安な方が介護状態に陥らないよう介

護予防を推進するとともに、自立した生活

を確保するためのサービスの一環として入

浴サービスができないかを、他市町村の事

例も踏まえて検討をしているところでござ

います。いずれにいたしましても、豊寿荘
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の入浴サービスが廃止ということになりま

したら何らかの対処を諮り、その点につい

ては整えてまいりたいと考えてございます

のでよろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  早期実現に向けてで、安心して暮らせる

サービスがぜひとも必要だと思っておりま

す。健康に留意されている方が多くて、府

下でも高齢化率が高い中で、豊能町は介護

保険を使っておられない方が多くいてるい

うことは、豊能町にとってもすごく貢献な

りプラスになっていると思うわけです。介

護保険給付準備基金が今、約、使わないで

ためられてるということも含めて、４億円

あるということを聞いておりますが、高齢

者、虚弱な方への入浴サービス不可欠です

ので、ぜひその点、早期、いつごろになる

かということは申し上げられないんでしょ

うか。早期実現を願っておりますが。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  現在、現段階では、まだ豊寿荘の入浴サ

ービスを廃止するというところまでは至っ

てございませんので、それが大体予定が決

まり次第、それまでには、先ほど申し上げ

ましたように対処すべく取り組んでまいり

たいと考えてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  では、早期実現を願っております。 

  次に、６番目の、消費税増税は国に中止

を求めてほしいということを訴えたいと思

います。 

  塩川町長は１０月予定の消費税１０％へ

の増税に伴い、公共施設の使用料上乗せの

提案をされております。報道では６年ぶり

に景気が悪化したことが政府内部でも報道

されており、消費税は延期したほうがいい

んじゃないかという意見も出ているようで

す。消費税の最大の弱点は逆進性です。低

所得者に税負担が大きくなるということで、

これまでも私、言ってまいりましたけれど

も、自治体の長として生活を守る、先ほど

も言いましたけれども防波堤になっていた

だくこと、これが大事だと思うんですけれ

ども、国に消費税増税反対の声を上げてい

ただきたいと思うんですが、これについて

は、町長のお考えお聞きします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  国の施策として、今後少子高齢化そして

現役世代が急激なスピードで減っていく中

で、高齢者医療そして社会保険料など現役

世代にかかる負担が高まりつつある中で、

国としては公平な負担を求めるということ

で消費税の決意をされたというように感じ

ております。特に所得税でありますとか法

人税であるとかそういうところのものを行

えば、今現在の現役世代へのさらなる負担

もふえてくるということで、私は今現在の

その消費税、公平にある負担という部分に

関しては今のやり方が適切ではないかなと

いうように思います。ただ、私たちは増税

に関して、単なる増税というのはだめであ

って、いわゆる歳出削減、そしてそこで生

み出されたものがしっかりと国の成長に向

かわなければならない。そのところに関し

ては私も疑問があるところが非常にありま

すので、町としてということではなくて、

私個人としてはそれぞれそういうところを

求めていきたいというように思っておりま
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す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  消費税増税に関連する予算も含まれてい

るわけですけど、今議会の提案された中で。

還元するくらいなら増税しないでほしいと

いう国民の声、私の周囲にでも、こんなば

かげたプレミアム商品券で紛らわせるよう

な、そんなことする手数料だけでも多くか

かると。それだったらもう消費税はぜひ反

対してもらいたいと、そういう声が多くあ

って、消費税中止の署名活動なども、大阪

府下でもたくさんやっておられます。そう

いうことで、ぜひ町長にも反対の声を上げ

てもらいたいという思いで、きょうここに

上げさせてもらいましたので、その点は増

税といえども、今までは社会保障に使うと

言われてきた３％のときにでも、実際は使

われてなかった、社会保障に。そういうふ

うな、国民のわからないところでそういう

ことが進められておったいうことで、今、

１０％になってきた中で、保育所無償化っ

ていうことは、それは別に反対はしません

けれども、だけども消費税で賄ういうこと

では、増税にまたつながっていく問題だと

いうことで言っておりますので、その点、

皆さんの生活を守る立場で頑張っていただ

くことを望んでおりますが、これはみんな

国民の運動も大事だと思いますので、その

点は町長もぜひ反対の声を上げていってい

ただきたいいうことを強く要望して一般質

問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、高尾靖子議員の一般質問を終わ

ります。 

  ネット放映の切りかえのため、暫時休憩

いたします。再開は２時といたします。 

（午後１時５０分 休憩） 

（午後２時００分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、川上勲議員を指名いたします。 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  それでは、議長の許可をいただきました

ので一般質問をさせていただきます。 

  今の豊能町の時期は大変な時期で、非常

事態宣言を出しても構わないような時期で

あろうと思います。というのは人口が減少

し、高齢化率がつい２年ほど前は４０％以

下でしたけども、けさから伺うと４４％い

うぐあいになっております。また、町税も

年々１億円以上減ってきておりまして、末

期的な状況でございます。このような状況

の中で塩川町長は、町長施行以来７人目の

町長として町政運営の責任者に就任をされ

ました。今から約２０年後には日本の自治

体の約３割が消滅するであろうと言われて

おります。このような状況の中で、町長の

かじ取り次第では豊能町もその中に入って

くるんちゃうかというぐあいに思っており

ます。 

  そこでまず私は、今の豊能町の置かれた

状況の中で早急に、過去の負の遺産を早急

に精算をしなければならないと。それは何

かと申しますと、ダイオキシンの処理、こ

れは早急にしなければ先に進めないと私は

思います。私は施設組合の議員であります

ので、ダイオキシンの件に関してはそちら

のほうで言えということもありますけれど

も、このダイオキシンの処理につきまして

は豊能町が責任を持って処理をしなければ

ならないということでございますので、あ

えて豊能町の議員として申し上げたいと思

います。質問したいと思います。そこで、

このダイオキシンの処理に関しまして、現
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在の進捗状況、どういうぐあいに現在なっ

ているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ダイオキシンの処理につきまして、前回

のときに池田町長が中断をされたところか

らまずスタートをするということを申し上

げました。その中断をされたところから、

自治会そして地権者の方とお話をさせてい

ただきました。トップみずから足を運べと

いうことで川上議員のほうからも叱咤激励

をしていただきましたので、私もそのつも

りで動いております。ただ、詳しいことも

私も十分に認識ができておりませんし、地

域の方々の状況、川上議員もまだ知らんや

ろということもおっしゃっておられました。

全くそのとおりでございまして、これまで

進められた５自治会１０カ所の内容も含め

て、今現在、情報をしっかりとお聞きして、

改めて内容を把握をしているところでござ

います。したがいまして、前回、地権者の

方から以降はまだ現在、大きな内容にはな

っておりませんので、じっくりと、そして

慎重に丁寧にさせていただきたく存じてお

ります。早く解決をしなければならないと

いうのは川上議員も含めて全ての願いだと

思いますので、しっかりとやらせていただ

きます。どうぞ御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  しっかりとしてやってもうてるのはええ

ねんけどね。今現在、池田町長が最後に当

たっておられた牧・切畑地区ですね。これ

は聞くところによりますと、自治会ではも

う反対やというぐあいにおっしゃってると

いうぐあいに聞きまして、地権者がかまへ

んと、うちの場所でしてもかまへんと言わ

れても、自治会の中の一員ですので、自治

会の反対の中で地権者がかまへんというこ

とは、これは私は言われへんと思いますわ。

ということはもう切畑地区はアウトやとい

うことは今の時点でははっきりしてんのち

ゃうかと、私はそういうふうに思ってます

ねん。町の立場として一番ええのは戸知山

で処理できたら一番ええのちゃうかと。し

かしながら戸知山を抱える木代地域の住民

の同意も得なければならないということも

ありますので、やっぱり町長の次の方針と

して、町の持ち物である戸知山で処理した

いんで、どうか木代の自治会の皆さんよろ

しくお願いしますということをおっしゃっ

たら、何とか解決の道が開けるんじゃない

かと私は思いますねんけど、その辺、塩川

町長いかがです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  町の町有施設というか、町のものという

のは戸知山、これも有力なところでござい

ます。まだその結論までは至っておりませ

ん。なぜかというと、方法として無害化と

いう考え方、処理方法と、そして遮断型と

いうのもあります。さらにその組み合わせ

もあるかもわかりませんけれども、その中

のをやるについて、戸知山ではまだ環境ア

セスメントも何もしてないというのも現状

ですし、まだそういう形で住民の皆さんに

お話しかける段階でもございませんので、

御意見としてお伺いをさせていただきます

し、もちろん有力な候補であることは事実

であります。残されたところもございます

ので、しっかりと情報共有をしながら進め

てまいりたいと思います。どうぞ御理解く



 2－52 

ださい。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  もう１カ所ありまんのや。というのは、

ときわ台の駅前の駐輪場ですかな。あそこ

はもう駐輪場をせんとやめてしまいますわ

な。周りちゃんと土どめの壁つくってある

し、ちょっと補修工事したら３００トンや

そこらの土壌全部入りますわな。簡単にで

きると思いますわ。どないでっか、町長。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  場所的には可能かもわかりませんけど、

しっかりと検証させていただきます。まだ

全く検証もできてませんし、突然おっしゃ

られたので、私も候補の中には、頭の中に

はありませんでしたので。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  町のど真ん中で住んでおられる人も多い

からあかんのんか、少ないとこやったらえ

えのんかと、こういう議論になりますわな。

あそこやったら恐らくお金もそないかから

へんし、十分いけるんちゃうかな。私はそ

のように思ってまんねん。 

  それともう一つ、昔のふたば幼稚園、町

の倉庫にも置いてますわな。ほんなら今、

町長言われたように、場所決めて環境アセ

スから何からしてやって、住民の理解を得

てしたら、塩川町長の時代にこれ終わりま

っか。これ年間何ぼぐらいかかってます、

置き賃。ちょっと町長、答弁よろしくお願

いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  年間幾らというのは非常に多ございます

ので、施設組合を含めて運営をし、そして

それにまつわるものとして多額の費用がか

かってます。 

  それと今、議員が御心配されてるように、

私の任期で終わるのかということですけれ

ども、これはやる決意で臨んでまいります

けれども、今までも平成９年からかかって

ます。そのかかった理由もまだ私もつかめ

てないところもございますので、やる決意

でもって臨ませていただきますけれども、

ぜひ終わらせるように何とか努力をしてい

きたい、その決意しかちょっと言えません

けれども、お許しください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  これも先ほど町長言われたように、施設

組合がこの処理をしたら恐らく組合解散で

きると思いますわ。解散しない限り年間3,

０００万円以上の金が要ってまんねん、事

実。町長この前３０％カットされましたわ

な。二十数万円でっか、月に。ということ

は３００万円ぐらいですな、年間。町長の

カットされた１０倍以上が１年でかかりま

んねんで。それはやっぱり真剣に考えて、

一時でも早くこれ処理をする方向に持って

いかんと、豊能町ほんまに、さっき言うた

ようにつぶれてしまいまっせ。豊能町だけ

の話ちゃうけどね。能勢町もやけど。町長

のその選挙の支援者の中には元町長もおら

れまんのや。その人なんか内容よう知って

はりますわ。その人に協力投げかけたらど

ないでんの。町長、維新公認の町長ですわ

な。維新公認の議員２人もいてまんのや。

その人らに相談されましたか。それはやっ

ぱり町長一人でそんなこと悩むよりも、そ
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ういう人がおられるんで、それで相談して、

一時でも早く、一日でも早く、これは処理

せんと、豊能町前に進みませんで、ほんま

に実際のとこ。どないですか、町長。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  川上議員がおっしゃるとおりでございま

す。維新のメンバーもそうですし、川上議

員も、一緒に協力をいただきながら進めて

まいりたいと思いますので、ぜひ御協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  我々は協力したい気持ち、ようけおまん

ねん。あるけども、選挙の折に大阪府議会

議員からハイエナと言われている、塩川町

長に対しての抵抗勢力になってもうてまん

ねん、我々は。それが抵抗もせんと、はい

わかりましたって動けまっか。そうですや

ろ。これわかりますか、町長。私はこの件

だけは町長が誰になろうとも一日も早くせ

ないかんと、私なりの構想を持ってまんね

ん。町長がほかのところとか当たって、に

っちもさっちもいかんようになって、おい

ちょっと川上頼むわと言われたら、私いつ

でも動きまっせ。ほんまに。池田町長にも

そない言うてましたんや。いろいろな事情

があって池田町長はお前頼むって一度も言

われなかったけどね。実際のとこ。これは

やっぱり一日でも早く処理せんと、豊能町

は３０％の中に入る、確実に。何もできひ

ん。これ７人目の町長言われたけどね、５

人の町長がかかわってまんねん、この件で

ね。７人の中で５人。それがまだいまだに

解決できてないわけですわ。絶対これは、

これだけでもやっぱり熱意を持ってやって

もらわないかん。 

  平成４年でしたかな、能勢の町長選挙で、

能勢に奥村さんいう人が町長になったんで

すわ。その時分に吉野いうとこに下水の処

理場を建設される計画ができ上がったんで

すわ。だけど地域の人はそんなん反対です

わな。ところがその奥村町長は３日にあげ

ず一升瓶ぶら下げ、食べ物ぶら下げ、３日

にあげずその地域へ入って一生懸命お願い

して、半年後か７カ月ぐらい後でやっとで

きるようになったんですわ。それぐらいの

やっぱり決意を持ってかからんことにはこ

んなんできひん。その決意、町長おまっか。

空論だけではあきませんで。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  空論だけというか、決意はあります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  決意あっても具体的に行動せなあきませ

んのや。これは、それをやっぱり町長、私、

見てますんで頼みまっせ。 

  それから次に、ちょっと最後に書いてお

る火葬場、この件に関してちょっとお伺い

したいと思います。 

  豊能町内の年間の死亡者数は、大体２９

年、３０年、３１年の３月まで、２年か３

年くらいの死亡者数がわかったらちょっと

お答え願いますか。わからんかったらいい。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  今、手元にその資料は持ってございませ

んので後ほど。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  大体３年間、年２４０人ぐらいですわ。

去年が二百二十何人やったかな。それぐら

いですねんけど、私も団塊の世代で、この

豊能町内には団塊の世代の人が多いんです

わ。ということは、今、私７１ですので、

あと１０年か１５年したらほとんど生きて

る人は少なくなってくるんじゃないかとい

うぐあいに私は思ってまんねんけど、そう

なると年間二百四、五十人やなしに５００

人、６００人になってくると思いまんねん。

それは豊能町だけじゃなしに全国的にそう

ですわ。今、関東でも火葬場で処理できる

のは１週間から１０日ほど待たんことには

処理できないというようなことも聞きます

んで、遅かれ早かれこの関西、特に大阪な

んかもそういう状況が来ますわな。という

ことは、豊能町火葬場おまへんので、箕面

市やあるいは川西市、池田市、猪名川町な

んかにお願いしても、うちの数は多いから

ちょっと待ってくれと言われるのがオチで

すわな。これはやっぱり地方自治体の責任

でもってこれはやっぱりせなあかんことで

すわ。だからこれ、平井政義議員のお父さ

んである平井俊春議員が、昭和６０年まで

いはったんかな、６４年までいはったんか

な。そのときに一生懸命訴えてましたんや。

それで、それは能勢町との広域行政で、ご

み処理は能勢町、それから火葬場は豊能町

という分担で、当然ごみ処理場は能勢町さ

れましたわな。昭和６１年か２年に稼働し

てますわな。豊能町は火葬場をせないかん

ということで一緒に回られて、まず最初に

高台寺でするということになったんやね。

ところが塩川町長の住んでおられる新光風

台が反対したんですわ。なぜ反対した、理

由は、そんなもんできたら土地の値段が下

がる。土地の値段が下がったら売られへん

やないかいと、そないいうておっしゃって

ました。私ら議員みんな１本ずつ持って行

ったんですわ。私も持って行った。土地の

値段下がったっていいやないかいと、固定

資産税、下がっても固定資産税納める分だ

け少なくて済むやないかい言うたら、私ら

は高いときに売ってよそへ出ていきます、

こう言うから、行政いうのはずっと住んで

おられる方に対しての行政やと、よそへ行

かれるような人に対してそんな手厚い行政

なんてできひんと。もしそれが気に入らな

いんやったら、その当時、南殿町長やった

けども、南殿町長や私ら、そこでつくると

いう賛成者を落としたらええやないか、選

挙のときに、こない言うたんですわ。幸か

不幸か私はずっと当選してまんねんけどね。

そういうことで、そこも断念して、高台寺

は。次に川尻ですわ。川尻は地元は反対で

あきまへんでしたんや。高山へ上がる川尻

地域やけど、川尻地域には何の影響もない

ねんけども、高山の住民には影響あってん

けども、川尻の人が反対して、次に持って

きたのは高山ですわ。高山は住民が丸いん

か、あるいは町に協力的なのかそれは知ら

んけど、かめへんと、高山へ持ってきても

かまへんということになってんけども、今

度はその場所に行く通用の道路つくるのに、

これは補助金出まへんわな。施設には出る

けど。それが６億円か８億円かつくんです

わな。その道路が能勢町にしてみたら、例

えば天王に火葬場できたら、豊能町から天

王まで行くか、これは行きませんわな。途

中に猪名川町もあるし川西もあるし、よっ

ぽど近いから天王まで行きませんわな。そ

の理由と金の理由で能勢町の議会が反対し

て引いたんです。豊能町単独でできますか

いな。それが日下町長の就任した平成１３

年、４年の話です。立ち消えになってしま

いましたんや。それから十七、八年、何の



 2－55 

話も出てまへんわな。何で出えへんいうた

ら、１週間も１０日も置いとかれんで、死

んだらすぐ申し込んだら２日か３日のうち

に処理してもらえるということが現実であ

るから、おまへんねんけども、先ほど初め

に言うたように、これは絶対にそういう時

期きまっせ。１週間、１０日待またんなん。

今から考えてもできんのはもう１０年ぐら

い先しかできませんがな。今から計画せな

あかん。その、町長、考え方どないでっか。

火葬場の建設。町長の考え聞きますわ。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員がおっしゃるように、火葬場問題と

いうのは、高齢化でお亡くなりになる方々

がこれからふえてくる、もう当然のことで

ございます。将来に向けてしっかりと考え

ていかないといけないということですけど

も、いまだ計画を立てるという段階には至

っておりませんし、そういう形で引き継い

でおりません。ただ、総合まちづくり計画

の過程の中で、そのものについては議論も

絶対に上げていかないといけないと思いま

すけれども、一方で町内でやるかというこ

ともありますし、もう一つはやはり今ある

場所がもっと効率的なということで、広域

連携も十分必要になってくると思うんです

ね。今現在、池田市、川西市それから猪名

川町にそれぞれ地域として選ばれて近いと

ころにやっぱり行かれてるというのが現状

なので、そういうところとの連携、それか

ら協定というのも必要だというように思い

ます。したがって総合的な形でやはり議論

をしていかないといけないと思いますので、

まちづくりの中で１０年先の総合計画につ

いて検討項目の中に入れていかなければな

らないというように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今から三十数年前にそういうことをおっ

しゃった平井元議員がおられますねんけど、

これはもう今から町長以下、副町長まだ決

まってないけども、町の中心になる方が早

急に考えてこれやっていかんと、それこそ

冬場やったらまだましやけど、夏場やった

らそれ管理するのに難儀せんなんですわな。

東京や関東のほうでは何か冷凍安置所か何

かおまんねんな。そういうものをそれこそ

町でつくらなあかんようになってきまっせ、

ほんまに。町長、先ほどちらっとおっしゃ

ったけども、広域行政、これは必要だと思

いますわ。その前に場所ですわ。そう簡単

にこれも、ダイオキシンと一緒で場所がす

ぐに決まるようなことが絶対おません。特

に豊中市なんか、昔は熊野田のあの山の中

にあったんやけど、今、回り見たら高い高

層のマンションばっかりでんがな。そやか

ら広げることもできひん、改修もできひん、

場所は狭い、豊中は現実弱ってまんのや。

池田市もそうです。池田市も場所狭い、車

の置き場がない。箕面市はある程度、今の

状況の中でまだここ５年や１０年は十分い

けると思いますわ。川西も、あれもう今度

改修しよう思ったらできないような状況や

と聞いてまんねん。広域連合で必ずこれは

する必要おますわ。豊能町はまだ山林やそ

んなんが７０％以上ありますんで、場所は

探せばあると思いますわ。それをやっぱり

早急に場所も探し、そういう計画もし、あ

るいはまた豊中あたりにも声かけて、先ほ

ど言うたように体を使って、頭で考えるこ

とばかりじゃなしに体を使ってやっぱりや

らんとできないと思いまっせ。その、町長、

決意おまっか。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私はやるつもりです。特に広域行政につ

いては非常に広うございますので、火葬場

だけではなくてこの４２３も含めて道路整

備であるとかいろいろ取り組まないといけ

ない。その中に絶対にテーマとしては避け

て通れないものだと思いますので、それら

前提にしながら進めてまいりますのでよろ

しくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  先ほどの川上議員からの質問の関係で上

浦生活福祉部長より答弁をいただきます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  先ほど議員のほうから年間の死亡者数と

いうことで、ざっくり議員のほうからもお

答えいただきましたけれども、数字を申し

上げます。２８年で２１８、２９年で２４

６、３０年で２２３ということでございま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今はそれぐらいの数字やけども、１０年

前は確か１００人台やった思いますわ。そ

れが今はもう２００人台なってまんのや。

だからこれから急速に、我々団塊の世代が

もう年いっていくとうなぎ登りになってく

ると思います。早急にやっぱり火葬場は、

これはもう先ほどいろいろな広域行政でテ

ーマがおまんねんやって、町長おっしゃっ

たけど、国道なんかこれ豊中みな入ってま

へんがな。４２３は。別々なテーマでそれ

はやったらええけども、やっぱりこの火葬

場の建設、それだけでもって、やっぱり豊

能町一つで無理やったら、場所ここにおま

んねんと、この場所で豊中市さんどないで

っかと、これはやっぱり商売人になり切っ

て町長いかんことには物事できまへんで、

実際。机に向かって議論ばっかりしとくの

は違う。そういうことですので、火葬場の

これは絶対に早急に考えてもらわなあかん

と思いますわ。１０年、１５年前の川上い

うあほな議員があんな言うとったなと、し

もたなというて言われんようにしてほしい

と思います。 

  次に、前後あちゃこちゃになりまんねん

けども、大阪維新の会の政治信条について

お伺いしたいと思います。 

  町長は大阪維新の会の公認の町長でござ

います。大阪維新が町長立候補するに当た

り公認をされたんやけども、大阪維新の会

のその公認をした当時は党員であったのか

どうかお伺いしたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  そのときは党員ではございませんでした。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  それでは次に、大阪維新の会の公認の町

会議員が豊能町には２人おられますわね。

この２人の推薦が党の本部にあったのかど

うかお伺いしたいと思います。御存じなけ

れば知らないとおっしゃっても結構です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  申しわけございません。その点について

は知りません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 
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  その当時、豊能町の維新の会の公認の町

会議員に、私、聞くと、何も相談もなし、

何も知らんと、こういうふうにおっしゃっ

てましたわ。これは間違いおまへんわな。 

○議長（永谷幸弘君） 

  聞いたらあかん。 

○１２番（川上 勲君） 

  ほんで例を挙げると、我々は、私らは自

民党公認の議員やけども、自民党では、参

議院は別や、比例代表の候補者は別やけど

も、選挙区の候補者、例え国会議員の選挙

区の候補者であろうとも、例えば我々の９

区の国会議員が茨木、箕面、池田、能勢、

豊能の各支部が推薦せんかったら国会議員

に立候補できないわけですわ。府会議員で

あれば我々のとこやったら箕面市、豊能町、

能勢町のその自民党の支部が、あんたでよ

かろうということを言わんことには立候補

できない。ほんで府連に推薦するわけです。

豊能町の議員は豊能町の支部が役員会で推

薦し、総会で決定されなかったら公認を得

られないわけです。自民党でっせ、これは。

ほかの党は知りまへんで。伺うと、塩川町

長は党員でなかったと。にもかかわらず、

推薦であれば別やけども、公認であれば基

本的に最低の条件として党員でなければな

らんはずやのに、どうして公認になったん

やろなと、私は常に疑問に思ってまんねん

けど、町長それ一遍、わかっておる範囲で

答弁願います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  わかってる範囲でということですけれど

も、大阪維新の会として公認になるために

はレポートそして面接を何回か受けます。

その段階ではもちろん党員ではありません

でしたけれども、面接も含めて受けて決定

したということでございますので、そのほ

か詳しいことは存じ上げません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  何日か前に北海道で、大阪１９区の丸山

穂高衆議院議員でっか、あれがああいう発

言して、あれは日本維新の会でっか、兄弟

みたいなもんやけどね、大阪維新の会とは。

それがやめましたわな。ほんで今、国のほ

うでも議員をやめということを盛んに言わ

れてんねんけども、あの人も党員だったん

かな。わかりまへんな。ほんでそういう、

今、面接も受けたんかな。わかりまへんな。

要するに維新は、党は誰でもええんでっか

ということに、結果的になりまんのや。こ

のたびの統一地方選挙でも維新なんかほと

んど当選して、すごい力ですわ。それはた

まがそれとったもんでええか知らんけど、

中にはそれは人間性がない人も中にはおら

れんのちゃうかなと私は思ってまんねんけ

どね。そういうところを見ると、結局維新

の名さえつきゃ当選できるやろうと。わし

もくれ、我もくれ、あなたもあげよう、彼

もあげようということで、そういう類で塩

川町長は公認をもらったんちゃうかいなと

私は思ってまんねんけど、それはちゃいま

っか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  違います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  それは違って当たり前ですわな。せやか

ら頑張ってもらわなあかん。ほんまに。そ

やから先ほど言うたように、とにかくダイ
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オキシンを処理して、今さげてせんなんこ

とはその火葬場をせんなんと。そういうや

っぱり気構えを持ってかかってもらわんこ

とにはいかんし、そういう気構えを持つと

いうことが維新の公認の町長であるという

ことを誇りに思ってかかってもらわなあか

んわな。 

  ところで大阪維新の会の党則は何でっか。

ちょっとお答え願えますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  党則、私たち大阪維新の会には、先ほど

も申し上げましたとおり、政治理念として

日本維新の会と、国策とは違う地域のロー

カルパーティーとして、この基礎自治体の

ところにおける住民サービスの向上をさせ

ていくと。そのためには広域、国のほうの

いわゆる日本維新の会と役割分担をしなが

らやっていくという考え方が基本のベース

になっております。したがって党則という

のは、もちろん党則もありますけれども、

その信条に向かって進むというのが私たち

の基本的な考え方でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  ということは、我々一般的によう聞く、

維新の党、維新の会は身を切る改革やと、

こういうことで府会議員なんかも何ぼかカ

ットしてますわな、報酬を。町長も着任さ

れた途端に３０％カットされましたわな。

これはやっぱり身を切る改革の一環やと私

は思いまんねんけど、違いますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  そのとおりでございます。大阪維新の会

は掲げるマニフェストに関して、特に身を

切る改革の中には議会改革と行財政改革、

これをやって財源を生み出すと。そのもの

のあかしとしてみずからが示すということ

で、その中には具体的な何％であるとかそ

ういう規定はありませんけれども、みずか

らがその地区の事情に合わせて決断をする

という形になっております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  その地区の実情に合わせて身を切る改革

をすると。ということは、豊能町は裕福な

んですわな。町長。豊能町は裕福。その地

区の実情に合わせて改革していくと、そや

から、財政的に足らんとこは議員みずから

が報酬をカットし、退職金カットし、首長

は。ところが町長は着任早々３０％カット

されたけども、豊能町は裕福やからカット

せんでもええような、カットする議案には

反対されましたな、豊能町の公認の議員は。

ということは豊能町裕福ですか。ちゃいま

んな。答弁よろしいわ、これは。議員のこ

とやから。 

  次に、この池田市も、大阪維新の会の公

認の市長が当選されましたわな。これは６

月の定例会の案件やけども、報酬３０％カ

ット、退職金が全部カットということを書

かれてあるけども、塩川町長、退職金はど

ないでっか。いかがですか。全部カットさ

れると思うけども。どうぞ答弁お願いしま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  先ほども申し上げましたとおり、要は維

新の会の身を切る改革、これは一番問題視
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をしてるのは日本維新の会の中で、いわゆ

る国のレベルで、この国会議員といわゆる

一般の民間企業との差が大きい。そして次

に取り組まなければならないのは大都市と

いうことで、弱小の町というところになり

ますと、議員先ほど裕福とおっしゃられま

したけど、決して裕福ではないと思います。

そういうことでまず平成２６年のときに議

員の定数削減をして、みずからが、議会も

含めて身を切る改革を豊能町は率先してや

られたというように理解をしておりますの

で、そういうのが考え方で。私のものに関

しては通常の報酬をカットするということ

で党のほうにも届けを出しておりますので、

このままで私はいいというように判断をし

ております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  退職金はカットされないということなん

ですな。 

  次にもう一つ、大阪維新の会はしがらみ

を断ち切り既得権益を壊すということも掲

げられておられまんねんね。しがらみを断

ち切るというとこからいくと、これは塩川

町長が町長になる前の話やけども、自治会

長のときの話やけども、現実パナソニック

が何か防災無線のあれ工事やりましたわな。

塩川町長はパナソニック出身の、お勤めや

った。今現在、町長やけどもお勤めでした

な。これが建つ前には新光風台の自治会長

をされてましたわな。ほんで率先して防災

無線必要やということで、自治会長会を引

っ張って、町に折衝してあれ現実建ちまし

た。ほんで工事したんがパナソニックやと

いうことやから、これは何かあるのちゃう

かなと、私、思いましたわ。そう思います

わな、誰でも。それが一般社会の現実です

わ。私、調べました。いろいろなことを。

ところがそういうことは塩川町長は一つも

立ち入っておられないということが現実わ

かりました。しかししがらみを断ち切ると

いうことは、私はパナソニックで勤めてお

った人間でこの防災無線で率先してやって

きた人間やから、パナソニックさんどうぞ

この件からは手を引いてくださいと、入札

のときに。それはそれをお願いするのがあ

なたの立場や思いまっせ。それがしがらみ

を断つということだと思います、私は。そ

れどないでっか、町長。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  しがらみを断つと言ってるものに関して

は既得権益、それから今までの行政の中で

やってきた内容のものを断つということで、

それが維新の会のもちろん考え方。私とし

てしがらみというのは自治会長をやってる

段階ではもうパナソニックではありません

ので、したがって先ほど先生もおっしゃっ

ていただいたように、２８年のときから、

いわゆる入札をやられて、そこの部分では

全く私が入ることも全くできませんので、

入札そのもの自身がどこの会社が入ったの

かというのは６社ぐらいを後で聞いており

ますけど、その段階でもう離れたＯＢに関

して全く違う、大きな会社ですので、分社

ですので、そこから出すからねというお話

はなかったので、全く知らなかったという

のが現状でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  先ほども言ったように、人はそういうふ

うに疑いまんねん。だからやっぱりこうい

うことは気をつけてしていかんことには、

ましてや今、町長の身分やから、それだけ
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はやっぱり気をつけてしていただきたいな

と、私はそういうふうに思っております。

町長が何かあれば、これは町長、私らはか

まへんけども豊能町のマイナスになります

さかいにな。ほんまに。それだけは頼みま

っせ。 

  それで次に、チラシか何かで見た、農家

のノウハウを生かす事業開発とはどういう

ものを指すのか、これちょっと具体的に、

簡単でよろしいのでちょっと説明を願えま

すか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  農のノウハウということで、先ほど別な

答弁のところにありましたけれども、この

豊能町においては就農、こういうことをし

っかりとやってます。そのものを継承して

いく、特に今、農に関しては担い手不足で

すので、このものをとってこないことには、

この育成といいますか、そのものを残せな

いということで、そういうところにしっか

りと手を入れていきたいというように思っ

ています。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  これは豊能町の農家には余り大してこれ

ええなというようなノウハウおまへんねん。

実際のところは。だからまず豊能町でせん

ならんことは、大規模農園にするために圃

場整備せないかん。今、国の事業の農空間

整備事業、これは牧と高山、今、手出して

やってまんねんけどね。その農空間整備事

業で圃場整備、これ以前は国が５０、大阪

府が１５であとの３５を地方自治体と受益

者が１7.５％ずつ分けてたんですが、今ど

のようになってますか。わかりますか。ち

ょっと答弁お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  たしか新しい圃場整備事業ということで、

国のほうが６2.５、大阪府が１５、残り町

というふうに、２2.５というふうになりま

す。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  これ結局、大阪府が変わりないわけです

わな。１５。これは大阪府にやっぱり出し

てもらわなあきまへんな。事務方に折衝せ

い言うたってこれは無理な話ですわな。決

まっておる以上は。幸いにして町長、知事

は維新の公認の知事ですわな。町長も維新

公認の町長ですわ。これやっぱり政治判断

で、府へ言って、町が払った分の持ち分ぐ

らい大阪府がもってくれと、これは頼んで

も十分頼みがいあると思いまっせ。毎日電

話してもいいし、ツイッターかエイッター

か知らんけど、それでやったらええし、行

ってもよろしまんがな。町の得になりまん

のや、これ。町長どないです。その決意ど

ないですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おっしゃるとおりです。その制度が変わ

ったときに大阪府だけが１５％で全く変わ

ってないと。それに関しては池田町長時代

からもずっと要望しております。今回も大

阪府のほうに正式に上げながらやっており

ますし、それから個々にも要請をしており
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ます。その回答はまだありませんけれども、

しっかりと要請はしていきたいと存じます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  以上で、時間ありませんので終わります。

ありがとうございました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で川上勲議員の一般質問を終わりま

す。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。本日はこれをもって散会いたし

ます。 

  次回は６月５日、午前９時３０分より会

議を開きます。本日は大変に御苦労さまで

した。 

 

散会 午後２時４９分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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